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はじめに 

 

近年、全国的に少子化が加速し、みなかみ町も例外

ではなくその影響を大きく受けております。少子化

は、地域社会の活力を奪うだけでなく、将来的な経済

発展にも影響を及ぼす重大な課題であると認識して

おります。 

このことから、町におきましても現計画に基づき

様々な子育て支援施策に取り組んで参りました。 

特に、令和６年４月には、県内でもいち早く「こど

も家庭センター・すくすく」を開設し、妊娠や出産へ

の不安、貧困、児童虐待など全ての妊産婦・子育て世

帯・こどもの課題に一体的に対応できる環境整備を行

いました。 

また、国は、令和５年４月に「こどもまんなか社会」の実現に向けた政府の司令塔と

して「こども家庭庁」を創設し、子どもや家庭に関する政策を一元的に推進する体制

を整えました。これと同時にこどもの権利を保障するための法律「こども基本法」が

施行され、この法律に基づきこども施策を総合的に推進するため、我が国初の「こど

も大綱」が策定されました。 

このように国の状況も大きく変革する中、令和６年度に現計画が最終年度を迎える

ことから、引き続き計画的に施策を推進するため、変化する社会状況に対応し、町の

主要計画との連携を図り、今までの成果と新たな課題を踏まえた上で、令和７年度か

ら５年間を計画期間とする「みなかみ町第３期こども子育て支援事業計画」を策定い

たしました。 

今期計画も、当初計画からの基本理念である「子・親が安心でき安全でゆとりを感

じるまちに」を継承し、次世代を担う子ども達が地域の中で心身共に健康で健やかに

成長し、子育て家庭を地域全体で支え、安心して子育てできる環境を提供できますよ

う、総合的かつ計画的に施策を推進してまいります。 

こども達は、家族にとっては勿論、社会にとっても未来への希望であり、大きな可

能性を秘めたかけがえのない存在であります。誰一人取り残すことのない社会と持続

可能なみなかみ町であり続けるためにも、この計画が未来につながる道しるべとなり

ますことを心から願っております。 

結びに、本計画の策定にあたりご尽力いただきました「みなかみ町子ども子育て会

議」委員の皆さま、計画の基本となるニーズ調査に貴重なご意見をいただきました保

護者の皆さま、並びに策定にご協力いただきました全ての皆さまに心より感謝とお礼

を申し上げます。 

令和７年３月 

みなかみ町長 阿 部 賢 一  
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第１章 計画の概要 

１．計画策定の趣旨と背景 

我が国においては、「子ども・子育て関連３法」（平成 24 年成立）に基づき、幼児期の学校教育

や保育、地域の様々な子育て支援の量の拡充や質の向上を進める「子ども・子育て支援新制度」

が平成 27 年から始まりました。また、総合的な少子化対策を推進する一環として、子育て家庭の

経済的負担の軽減を図るため、令和元年から幼児教育・保育の無償化が実施されました。 

 

一方、我が国の出生数は、予測を上回る速度で減少しており、人口減少が急速に進んでいます。

令和５年の出生数は 72万 7,277 人、合計特殊出生率は 1.20 と、いずれも過去最低となりました。

また、少子高齢化の進行に加えて、核家族化の進展、女性就業率の向上、地域のつながりの希薄

化など、こどもや子育て家庭を取り巻く課題は複雑化・多様化しており、こどもの健やかな育ち

と子育てを社会全体で支援していくことが、引き続き課題となっています。 

 

このような中、令和５年より「「こども家庭庁」が設置され、「「こども基本法」が施行されました。

また、令和６年より「「児童福祉法」「子ども・子育て支援法」が改正されるなど、全てのこどもが

幸せな生活ができる社会の実現に向けて、こども本人及び子育て家庭への支援の拡充や体制強化

が進められています。 

 

本町においては、令和２年に「みなかみ町 第２期子ども・子育て支援事業計画」（以下、「前

回計画」という。）を策定し、「子・親が安心でき 安全でゆとりを感じるまちに」を基本理念に

掲げ、妊娠期から切れ目のない総合的な相談・支援や、こどもの健康増進など、全てのこどもが

健やかに成長できるための取組を推進してきました。 

 

前回計画が令和６年度で計画期間が終了となることから、これまでの状況を踏まえて課題を整

理し、令和７年度以降の本町におけるこども・子育て支援施策に関する考え方、取組を示す計画

として「「みなかみ町 第３期子ども・子育て支援事業計画」（以下、「本計画」という。）を策定し

ます。 
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２．計画の法的根拠と位置付け 

本計画は、子ども・子育て支援法第 61条の規定に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」

であり、町の全ての計画・事業の基本となる「みなかみ町総合計画」を上位計画として整合を図

りながら、「地域福祉計画」をはじめとする町の関係計画と連携を図るものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．計画の期間 
本計画の期間は令和７年度から令和 11 年度までの５年間です。 

なお、計画期間中に大幅な法制度の改正や社会状況の大きな変化が生じた場合、必要に応じて

見直すことを検討します。 
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第２章 こども・子育てを取り巻く現状 

１．統計からみる町の状況 

（１）人口・世帯の状況 

①年齢３区分別人口の推移 

本町の人口は毎年減少しており、令和６年で 17,156 人となっています。年齢別にみると、０～

14 歳と 15～64歳は減少、65歳以上は概ね同水準で推移しています。 

 
資料：住民基本台帳（各年４月１日時点） 

 

②一般世帯数及び１世帯当たり人員の推移 

一般世帯数は、人口と同様に減少傾向にあり、令和２年に 7,000 世帯を下回りました。１世帯

当たり人員も減少しており、世帯規模の縮小がうかがえます。 

 

資料：国勢調査 
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（２）出生の状況 

①出生数の推移 

出生数は、増減を繰り返しながら概ね減少傾向となっています。 

 

資料：人口動態統計 

 

 

②合計特殊出生率の推移 

合計特殊出生率※は、年によってばらつきがありますが、令和 5年で 0.94 となっており、全国

や群馬県より低い水準となっています。 

 

資料：人口動態統計 

 

※合計特殊出生率：15～49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1 人の女性が一生の間に生むこども

の数と解釈される。 
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（３）児童人口の推移と推計 

児童人口（０～11歳）の推移をみると、毎年減少しています。 

令和７年以降の推計においても減少が続く見込みとなっており、本計画の最終年である令和 11

年には０～２歳が 159 人、３～５歳が 172人、６～11歳が 508 人、計 839 人と予測されます。 

 

 実績値 推計値 

 令和 

２年 

令和 

３年 

令和 

４年 

令和 

５年 

令和 

６年 

令和 

７年 

令和 

８年 

令和 

９年 

令和 

10 年 

令和 

11 年 

０歳 81 64 70 76 54 55 55 54 53 51 

１歳 90 84 60 74 74 54 55 55 55 53 

２歳 93 92 84 61 74 75 55 56 56 55 

３歳 101 93 93 90 64 77 78 57 58 58 

４歳 93 99 91 94 91 64 76 77 57 57 

５歳 88 90 98 97 94 92 64 77 78 57 

６歳 119 85 91 96 101 94 92 64 77 78 

７歳 106 116 87 93 94 101 94 92 64 77 

８歳 102 104 119 90 93 95 102 95 93 65 

９歳 112 98 105 119 90 92 94 101 94 92 

10 歳 115 112 98 108 120 91 93 95 102 95 

11 歳 93 110 110 99 108 119 90 92 94 101 

総数 1,193 1,147 1,106 1,097 1,057 1,009 948 915 881 839 

 

 

資料：実績値は住民基本台帳（各年４月１日時点） 

推計値は住民基本台帳を基にコーホート変化率法を用いて算出 
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（４）婚姻の状況 

①年齢別未婚率（性別比較） 

令和２年の年齢別未婚率を性別にみると、20～24 歳までは男女ともに同水準ですが、25 歳以

降差が大きく広がり、30～34歳で男性 62.7％、女性 39.9％と 20ポイント以上の差となっていま

す。 

 
資料：国勢調査（令和２年） 

 

 

②年齢別未婚率（性別／全国・群馬県比較） 

令和２年の年齢別未婚率を全国・群馬県と比べると、男性ではどの年齢においても全国・群馬

県を上回っています。女性では、15～19歳を除き、全国・群馬県を上回っています。特に、男性

の 25～34 歳では、全国・群馬県より 10ポイント以上高い数値となっています。 

 

 

資料：国勢調査（令和２年） 
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（５）女性の就労等の状況 

①女性の年齢別就業率（平成 27 年・令和２年比較） 

令和２年の女性の年齢別就業率をみると、出産・育児期にあたる 30～49歳で、平成 27 年に比

べて高くなっています。また、55歳以上の就業率も上昇傾向にあります。 

 
資料：国勢調査 

 

 

②女性の年齢別就業率（全国・群馬県比較） 

令和２年の女性の年齢別就業率を全国・群馬県と比べると、15～19歳の除いた全ての年齢階級

で、全国・群馬県よりも高くなっています。 

 
資料：国勢調査（令和２年） 

 

  

12.6

67.6

82.6

75.1 76.6
80.0 81.9

85.4

77.1

62.2

49.0

28.9
18.3

9.6 3.7
10.4

66.3
77.0

78.5 78.3 80.5
85.5

81.8

82.5

68.6

51.1

36.9

18.8

10.3
4.6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成27年

令和２年

10.4

66.3

77.0 78.5 78.3 80.5
85.5

81.8 82.5

68.6

51.1

36.9

18.8

10.3
4.6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

みなかみ町

群馬県

全国



8 

③産業別就業者数 

令和２年の産業別就業者割合は、「宿泊業、飲食サービス業」が 15.33％と最も高く、次いで「医

療、福祉」が 12.71％、「卸売業、小売業」が 12.53％となっています。 

女性の産業別就業者割合は、「「医療、福祉」が 21.21％と最も高く、次いで「「宿泊業、飲食サー

ビス業」が 18.46％、「卸売業、小売業」が 15.54％となっています。 

総数に占める女性の割合が高い業種は、「医療、福祉」が 74.76％と最も高く、次いで「「金融業、

保険業」が 67.89％、「教育、学習支援業」が 60.97％となっています。 

 

 総数 女性 総数に占める

女性の割合

（％） 
人数 

（人） 

構成比 

（％） 

人数 

（人） 

構成比 

（％） 

総数 8,944 100.00 4,008 100.00 44.81 

第１次産業 930 10.40 359 8.96 38.60 

 農業、林業 925 10.34 358 8.93 38.70 

漁業 5 0.06 1 0.02 20.00 

第２次産業 1,852 20.71 448 11.18 24.19 

 鉱業、採石業、砂利採取業 2 0.02 0 0.00 0.00 

建設業 746 8.34 91 2.27 12.20 

製造業 1,104 12.34 357 8.91 32.34 

第３次産業 6,037 67.50 3,147 78.52 52.13 

 電気・ガス・熱供給・水道業 53 0.59 8 0.20 15.09 

情報通信業 52 0.58 12 0.30 23.08 

運輸業、郵便業 324 3.62 56 1.40 17.28 

卸売業、小売業 1,121 12.53 623 15.54 55.58 

金融業、保険業 109 1.22 74 1.85 67.89 

不動産業、物品賃貸業 64 0.72 24 0.60 37.50 

学術研究、専門・技術サービス業 146 1.63 52 1.30 35.62 

宿泊業、飲食サービス業 1,371 15.33 740 18.46 53.98 

生活関連サービス業、娯楽業 442 4.94 214 5.34 48.42 

教育、学習支援業 351 3.92 214 5.34 60.97 

医療、福祉 1,137 12.71 850 21.21 74.76 

複合サービス事業 144 1.61 59 1.47 40.97 

サービス業（他に分類されないもの） 436 4.87 142 3.54 32.57 

公務（他に分類されるものを除く） 287 3.21 79 1.97 27.53 

分類不能の産業 125 1.40 54 1.35 43.20 

＊上位３項目に塗りつぶし 

資料：国勢調査（令和２年） 
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２．ニーズ調査結果 

（１）調査の実施概要 

子育て支援サービスの利用状況や今後の利用希望などを把握し、その結果を計画に反映するこ

とを目的として実施しました。 

 

項目 未就学児童 小学生 

調査対象者 
町内の０歳から６歳までの小学校にあがる

前の児童 377 名の保護者 
町内の小学校児童 250 名の保護者 

調査期間 
①学校・こども園での提出 令和６年６月 13 日～６月 20 日 

②郵送・WEBでの回答 令和６年６月 13 日～７月３日 

調査方法 

（配付） 

①こども園を通じて配付 

②未就園児は郵送 

 

（回収） 

①こども園での提出／専用フォームからの回答 

②未就園児は郵送／専用フォームからの回答 

※どちらかの方法を回答者が選択 

（配付） 

小学校を通じて配付 

 

 

（回収） 

小学校での提出／専用フォームからの回答 

※どちらかの方法を回答者が選択 

配付数 377 件 250 件 

有効回収数 
308 件 

（紙：210 件 WEB：98 件） 

190 件 

（紙：133 件 WEB：57 件） 

有効回収率 81.7％ 76.0％ 

 

◇「ｎ（number「of「cases）」は、集計対象者数（あるいは回答者限定設問の限定条件に該当する人）

を表しています。 

◇回答結果の割合「％」は集計対象者数に対して、それぞれの回答数の割合を小数点以下第２位で四捨

五入したものです。そのため、単数回答（複数の選択肢から１つの選択肢を選ぶ方式）であっても合

計値が 100.0％にならない場合があります。 

◇複数回答（複数の選択肢から２つ以上の選択肢を選ぶ方式）の設問の場合、回答は選択肢ごとの有効

回答数に対して、それぞれの割合を示しています。そのため、合計が 100.0％を超える場合がありま

す。 

◇「不明・無回答」とあるものは、回答が示されていない、または回答の判別が困難なものです。 

◇設問の選択肢は簡略化している場合があります。 

◇平成 31 年調査とは、平成 31 年２月に実施した「みなかみ町第２期子ども・子育て支援事業計画策

定のためのアンケート調査」を指します。 
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（２）結果概要 

①相談できる相手・場所の有無（単数回答） 

子育て（教育を含む）をする上で、気軽に相談できる人や場所の有無についてみると、未就学

では「いる／ある」が 95.5％、小学生では 90.5％となっています。 

 

 

②こども家庭センターへ相談するときに望むこと（複数回答） 

相談するときに望むことについてみると、未就学では「小さなことでも何でも相談できること」

が 52.3％、小学生では「相談内容を秘密にしてくれること」が 52.1％と最も高くなっています。 

 

 

  

95.5 

90.5 

3.6 

4.2 

1.0 

5.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

未就学（n=308）

小学生（n=190）

いる／ある いない／ない 不明・無回答

27.9 

48.1 

52.3 

37.0 

36.0 

26.3 

48.4 

1.9 

11.0 

4.9 

30.5

52.1

42.1

35.8

26.3

21.6

41.6

1.6

17.9

7.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

自分の名前を言わずに相談できること

相談内容を秘密にしてくれること

小さなことでも何でも相談できること

メール・SNSで相談できること

時間や曜日に関係なく相談できること

味方になってくれること

お金がかからないこと

その他

特にない

不明・無回答

未就学（n=308）

小学生（n=190）
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③母親の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）（単数回答） 

母親の現在の就労状況についてみると、「フルタイムで就労」が未就学で 36.4％、小学生で

48.4％となっています。未就学・小学生いずれも「フルタイムで就労」が「パート・アルバイト

等で就労」を上回っています。 

 

 

④父親の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）（単数回答） 

父親の現在の就労状況についてみると、「フルタイムで就労」が未就学で 90.9％、小学生で

81.1％となっています。 

 
 

  

36.4 

48.4 

8.1 

0.0 

34.4 

40.5 

4.9 

1.1 

14.9 

6.8 

1.3 

3.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

未就学（n=308）

小学生（n=190）

フルタイムで就労

フルタイムで就労していたが、産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労

パート・アルバイト等で就労していたが、産休・育休・介護休業中である

就労していない

不明・無回答

90.9 

81.1 

0.0 

0.5 

1.6 

0.5 

0.0 

0.0 

1.3 

1.1 

6.2 

16.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

未就学（n=308）

小学生（n=190）

フルタイムで就労

フルタイムで就労していたが、産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労

パート・アルバイト等で就労していたが、産休・育休・介護休業中である

就労していない

不明・無回答
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⑤【未就学】平日の教育・保育事業の利用状況（複数回答） 

平日に定期的に利用をしている教育・保育事業についてみると、「認定こども園」が 91.8％と

最も高く、次いで「幼稚園」が 6.6％となっています。希望についてみると、現状と同様に「認

定こども園」が最も高くなっていますが、「幼稚園」「認可保育所」「その他の認可外の保育施設」

が１割台となっています。 

 
 

 

⑥【未就学】土曜日・日曜日・祝日の教育・保育事業の利用希望（単数回答） 

土曜日・日曜日・祝日の定期的な教育・保育事業の利用希望についてみると、「ほぼ毎週利用

したい」と「月に１～２回は利用したい」を合わせた『利用したい』は、土曜日で４割台半ば、

日曜日・祝日で２割台となっています。 

 
  

6.6 

1.9 

1.6 

91.8 

0.4 

0.0

0.8 

15.6

8.4

11.4

81.5

5.2

3.2

4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

現状（n=257）

希望（n=308）

0.8

1.2

0.0

0.0

1.9

0.4

0.0

2.3

10.7

5.8

6.5

3.9

0.6

5.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自治体の認証・

認定保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・

センター

児童発達支援事業所

その他

不明・無回答

現状（n=257）

希望（n=308）

51.9 

71.1 

64.9 

15.3 

6.2 

5.8 

30.2 

17.5 

23.4 

2.6 

5.2 

5.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

土曜日（n=308）

日曜日（n=308）

祝日（n=308）

利用する必要はない ほぼ毎週利用したい 月に1～2回は利用したい

不明・無回答
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⑦こどもが病気やケガの場合の対処方法（複数回答） 

こどもが病気やケガで普段利用している教育・保育の事業が利用できなかった、または、小学

校に行けなかった場合に、この１年間に行った対処方法についてみると、「母親が休んだ」が８

割台（87.8％・82.0％）、「父親が休んだ」が２～３割台（37.0％・22.1％）となっています。 

 
 

 

⑧病児・病後児のための保育施設等の利用意向（単数回答） 

病児・病後児のための保育施設等の利用意向についてみると、未就学では「できれば病児・病

後児保育施設等を利用したい」が 45.9％、小学生では 11.7％となっています。 

平成 31 年調査と比較すると、未就学では「できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」

が約 20ポイント増加しています。 

 

「  

  

37.0 

87.8 

36.0 

10.1 

0.5 

0.0

0.0

2.1 

0.5 

22.1 

82.0 

26.2 

9.8 

0.8 

0.8 

11.5 

4.9 

0.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

父親が仕事を休んだ

母親が仕事を休んだ

（同居者を含む）親族・知人に子どもを看ても

らった

父親または母親のうち就労していない方が

子どもをみた

病児・病後児の保育を利用した

ベビーシッターを利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

不明・無回答

未就学（n=189）

小学生（n=122）

45.9 

26.7 

52.4 

72.7 

1.8 

0.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和６年調査

（n=170）

平成31年調査

（n=172）

できれば病児・病後児保育施設等を利用したい

利用したいとは思わない

不明・無回答

11.7 

17.6 

87.4 

81.5 

1.0 

0.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和６年調査

（n=103）

平成31年調査

（n=108）

できれば病児・病後児保育施設等を利用したい

利用したいとは思わない

不明・無回答

未就学 小学生 
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⑨【未就学】不定期の教育・保育事業を利用意向（単数回答） 

不定期の教育・保育事業の利用意向についてみると、「利用したい」が 39.3％となっています。 

 

 

 

⑩【未就学】不定期の教育・保育事業の利用の目的（複数回答） 

不定期の教育・保育事業を利用したい目的についてみると、「冠婚葬祭、学校行事、こどもや

親の通院等」が 68.6％と最も高く、次いで「私用や親のリフレッシュ目的」が 60.3％となってい

ます。 

 
 

⑪【未就学】地域子育て支援センターの利用状況（単数回答） 

地域子育て支援センターの利用の有無についてみると、「利用している」が 19.2％となってい

ます。 

 
  

39.3 57.8 2.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

未就学（n=308）

利用したい 利用する必要はない 不明・無回答

60.3 

68.6 

32.2 

2.5 

4.1 

0% 20% 40% 60% 80%

私用や親のリフレッシュ目的

冠婚葬祭、学校行事、こどもや親の通

院等

不定期の就労

その他

不明・無回答

未就学（n=121）

19.2 77.9 2.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

未就学（n=308）

利用している 利用していない 不明・無回答



15 

⑫【小学生】放課後の過ごし方（複数回答） 

現在の放課後の過ごし方についてみると、「自宅」が 68.9％と最も高く、次いで「習い事」が

36.3％となっています。今後の意向については、現在の状況と概ね同様のニーズがうかがえます。

また、「学童保育」の利用意向は 30.0％となっています。 

 

 

 

⑬【小学生】学童保育を利用していない理由（単数回答） 

学童保育を利用していない理由についてみると、「就労しているが、預ける必要がないから」

が 39.7％と最も高くなっています。また、「就労しているが、放課後の短時間ならこどもだけで

も大丈夫だと思うから」「就労しているが、学童保育の利用料がかかるから」が１割を超えてい

ます。 

 
  

68.9

14.2

36.3

4.2

3.2

28.4

0.0

3.2

5.8

0.5

64.2

9.5

36.3

9.5

9.5

30.0

0.5

3.7

5.3

0.5

0% 20% 40% 60% 80%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、

学習塾など）

児童館

放課後子ども教室

学童保育〔学童クラブ〕

ファミリー・サポート・センター

放課後等デイサービス

その他（公民館、公園など）

不明・無回答

現在（n=190）

今後（n=190）

39.7

13.2

10.3

8.1

5.9

0% 10% 20% 30% 40% 50%

就労しているが、預ける必要がないから

就労しているが、放課後の短時間ならこどもだけ

でも大丈夫だと思うから

就労しているが、学童保育の利用料がかかるか

ら

現在就労していないから

その他

小学生（n=136）

上位 5位 
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⑭【小学生】学童保育の利用意向（単数回答） 

何年生まで学童保育を利用したいかについてみると、「利用する必要はない」が 47.4％と最も

高く、次いで「６年生まで利用したい」が 32.1％となっています。 

平成 31年調査と比較すると、「６年生まで利用したい」が約 15ポイント増加しています。 

 

 

＊参考 学年別クロス 

 

  

0.5 

0.5 

4.2 

7.4 

4.2 

32.1 

47.4 

3.7 

0.0

0.7

3.0

2.4

1.3

16.5

53.2

22.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

１年生の間は利用したい

２年生まで利用したい

３年生まで利用したい

４年生まで利用したい

５年生まで利用したい

６年生まで利用したい

利用する必要はない

不明・無回答

令和6年調査（n=190）

平成31年調査（n=297）

１
年

生
の
間

は
利
用
し

た
い

２
年

生
ま
で

利
用
し
た

い

３
年

生
ま
で

利
用
し
た

い

４
年

生
ま
で

利
用
し
た

い

５
年

生
ま
で

利
用
し
た

い

６
年

生
ま
で

利
用
し
た

い

利
用

す
る
必

要
は
な
い

不
明

・
無
回

答

     0.5      0.5      4.2      7.4      4.2     32.1     47.4      3.7

 １年生（n=32）       0.0       0.0     12.5     18.8      9.4     25.0     34.4       0.0

 ２年生（n=25）       0.0      4.0      8.0      8.0     12.0     28.0     36.0      4.0

 ３年生（n=21）       0.0       0.0      4.8      4.8       0.0     42.9     42.9      4.8

 ４年生（n=27）      3.7       0.0      3.7      3.7      7.4     37.0     40.7      3.7

 ５年生（n=50）       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0     38.0     56.0      6.0

 ６年生（n=27）       0.0       0.0       0.0      7.4       0.0     18.5     70.4      3.7

単位：％

 全体（n=190）

年

齢
別
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⑮【未就学】育児休業の取得状況（単数回答） 

育児休業の取得状況についてみると、母親では「取得した（取得中である）」が 48.1％、父親

では 8.4％となっています。 

 
 

⑯【未就学】育児休業の取得期間（数字記入） 

母親の育児休業の取得期間についてみると、「１歳台」が 65.1％と最も高く、次いで「６～11

か月」が 21.1％となっています。希望の取得期間についてみると、「１歳台」が 52.3％と最も高

く、次いで「２歳台」が 21.1％となっています。 

父親の育児休業の取得期間についてみると、「５か月以下」が 57.1％と最も高く、次いで「１

歳台」が 9.5％となっています。希望の取得期間についてみると、「１歳台」が 28.6％と最も高

く、次いで「５か月以下」が 14.3％となっています。 

  
 

⑰みなかみ町における子育ての環境や支援への満足度（単数回答） 

みなかみ町における子育ての環境や支援への満足度について「１」を１点、「５」を５点とし

て満足度の平均点を算出すると、未就学は 3.5 点、小学生は 3.2 点となっています。 

  

32.8 

1.0 

48.1 

8.4 

16.9 

80.5 

2.3 

10.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母親（n=308）

父親（n=308）

働いていなかった 取得した（取得中である） 取得していない

不明・無回答

2.8 

21.1 

65.1 

8.3 

1.8 

0.9 

0.0

6.4 

52.3 

21.1 

13.8 

6.4 

0% 20% 40% 60% 80%

５か月以下

６～11か月

１歳台

２歳台

３歳以降

不明・無回答

母親 実際

（n=109）

母親 希望

（n=109）

57.1

0.0

9.5

4.8

0.0

28.6

14.3

9.5

28.6

0.0

9.5

38.1

0% 20% 40% 60% 80%

５か月以下

６～11か月

１歳台

２歳台

３歳以降

不明・無回答

父親 実際

（n=21）

父親 希望

（n=21）

2.3 

5.3 

13.3 

16.3 

32.1 

41.6 

40.6 

25.8 

11.0 

8.9 

0.6 

2.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

未就学（n=308）

小学生（n=190）

１（満足度が低い） ２ ３ ４ ５（満足度が高い） 不明・無回答
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３．第２期計画における事業の取組と評価 

基本事業１ こどもの健康増進 

①こどもや母親の健康の確保 

 施策 事業概要 取組状況 評価 

１ 
乳幼児健診 

事業 

３歳以下の乳幼児とその

保護者を対象に発育・発達

状況の確認、疾病の早期発

見、育児不安の軽減や解消

を図ります。 

乳児健診を12回/年、１歳６か

月児健診及び３歳児健診を４～

６回/年、２歳児歯科健診及び２

歳６か月児歯科健診を５～６回

/年実施しました。未受診者には

電話による受診勧奨や家庭訪問

での発育発達状況及び育児の状

況確認を行いました。フォロー

が必要な乳幼児に対しては、町

療育教室及びフォロー相談会や

児童発達支援等を案内していま

す。令和６年度より理学療法士

及び作業療法士にも健診に従事

してもらうなど、事業の拡充を

行いました。 

受診率はいずれの健診も 90～

100％と高水準で推移していま

す。保健推進員による健診通知

配布時の受診勧奨及び保健師に

よる受診勧奨を継続し、一層の

受診率向上を図っていきます。 

フォローが必要な乳幼児に対し

ては児童記録票を用いて継続的

に経過観察を行い、切れ目のな

い支援を行っています。身体面

に対し、理学療法士及び作業療

法士による専門的なアセスメン

トを実施することで、より効果

的なアプローチが可能となりま

した。 

２ 
乳幼児等定期

予防接種事業 

感染症の蔓延ならびに、感

染症による重度障害・死亡

の予防のために各種予防

接種を行います。 

新生児訪問時に予防接種の必要

性について説明を行いました。

未接種の保護者には、乳幼児健

診や就学時健診等の機会を活用

し、個別通知による再勧奨を行

いました。コロナワクチン接種

についても臨時接種として取り

組みました。 

定期接種における乳児期の接種

率は高水準です。麻しん風しん

第1期の接種率は95％以上です

が、第2期は95％未満です。就

学前後の年齢から接種率が低く

なる傾向があります。そのため、

更なる接種率の向上に取り組む

必要があります。 
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②母子の心と体を守るための相談指導 

 施策 事業概要 取組状況 評価 

１ 
母子健康手帳 

交付事業 

子育て世代包括支援セン

ターにおいて妊娠届出を

した妊婦に対し、母子健康

手帳を交付します。母子健

康手帳の使用方法を含め、

妊娠・出産に関する保健指

導を実施します。 

母子健康手帳交付は、電話と二

次元コードによる予約制としま

した。出産・子育て応援金の伴走

型相談支援も加わり、安心して

出産が迎えられるように母親に

寄り添った相談や指導を行い、

必要に応じて支援プランを作成

しました。 

予約制にすることで、自分の都

合の良い時間に予約の申し込み

ができるようになりました。伴

走型相談支援により、子育てガ

イドに沿って、妊娠中から出産

後の指導がより具体的にできる

ようになりました。 

２ 
新生児訪問 

事業 

地区担当保健師が早期に

家庭訪問を行います。ま

た、里帰り先の市町村への

訪問依頼及び他市町村か

らの依頼による訪問も実

施します。 

出生届から地区担当が対応し、

訪問を行いました。訪問時には

エジンバラ産後うつ病質問票

（EPDS）をとり、母子の心と体

に寄り添った支援を行いまし

た。 

EPDS をとることにより、早期

にうつ状態の発見ができ、必要

な支援に結びつけることができ

ました。また、高得点の場合は早

期に産婦健診を受診する病院と

連携をとり対応することができ

ました。 

３ 
乳児・母乳 

相談事業 

乳児を対象に発育・発達状

況の確認を行い、保護者の

育児不安の軽減や解消、仲

間づくり、母乳育児の推進

を図るために相談を行い

ます。 

３・６・８か月児および希望者を

対象に乳児相談（はぐみ）を月１

回実施しました。お母さん達が

ゆっくり相談できる環境を整え

ています。母乳相談は必要な産

婦がタイムリーに利用できるよ

うに、訪問による母乳相談を行

いました。 

健診より参加率は低いですが、

お母さんが小さな心配事もゆっ

くり相談でき、お母さん同士の

交流の場になっています。母乳

相談を訪問形式にすることで、

出産直後等で外出が難しい産婦

に対応することができました。 

 

③発達の気になるこどもへの支援 

 施策 事業概要 取組状況 評価 

１ 
発達相談会 

事業 

発達相談会は発達の気に

なる児童を持つ保護者を

対象に心理士等の専門職

による療育相談及び指導

を行います。また、コンサ

ルテーションによりこど

も園等の職員に対して支

援方法の指導を行うとと

もに職員研修も実施しま

す。 

発達相談会では、発達の気にな

る児童を持つ保護者や児童本人

を対象に専門職による養育相談

及び指導を行いました。メール

相談も受けられるよう相談

フォームも作成し、周知しまし

た。コンサルテーションではこ

ども園の職員に対し、児童への

支援方法について心理職・言語

聴覚士・作業療法士・通級指導教

室教諭が指導を行いました。職

員研修についてはコロナ過もあ

り実施を見送りました。 

発達相談会は、相談内容に応じ

て、他機関との連携や、継続的な

支援を行うことができました。

コンサルテーションでは専門職

を増員したことで多数の専門的

目線からみた指導ができまし

た。通級指導教室教諭がいるこ

とにより就学に向けての連携も

図られています。職員研修につ

いては再開を検討します。 

 

２ 
のびのび 

サークル事業 

発育発達の気になる乳幼

児とその保護者を対象と

し、作業療法士・療育支援

員、臨床心理士等の専門職

により、遊びを中心とした

集団活動の中での観察を

行い、助言を行います。ま

た、必要に応じ個別相談を

行います。 

専門職による遊びを中心とした

集団活動及び作業療法士による

身体の使い方の個別相談を行い

ました。未満児・就園児クラスに

分かれ各12回／年、開催しまし

た。 

年齢により２クラスに分けたこ

とで発達課題に合わせた内容で

実施できました。活動の様子を

見て保護者への助言や、通級指

導教室教諭がいることにより就

学に向けての連携も図られてい

ます。今後も継続していきます。 
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④『食育』の推進 

 施策 事業概要 取組状況 評価 

１ 
親と子の 

料理教室事業 

幼児及び小学生の親子が

料理を通し共通の食体験

を持つことで、食事や健康

に対する関心を高め学童

期からの正しい生活習慣

の確立を目指します。 

４～５回/年、小学生の親子を対

象に開催しました。行事食や郷

土料理等、毎回テーマを変え、親

子で楽しく料理し、食に関して

関心を高められるよう実施しま

した。 

毎回定員以上の参加申し込みが

あり、抽選で参加者を決定して

おり、より多くの希望者が参加

できるように検討します。参加

者アンケートでは、90％以上の

参加者が「たいへん満足」と回答

していました。 

２ 

親と子の 

食体験講習会

事業 

食事や健康に対する関心

を高め幼児期からの正し

い食習慣の確立を目的と

して、こども園の年長児を

対象に講話、調理実習、試

食、保護者へのアンケート

を実施します。 

町内のこども園に実施内容等の

アンケートをとり、各園の希望

に添った内容を実施しました。

対象者は園の希望もあり園児の

みの実施としました。開催回数

各園1回/年です。 

各園の希望に添った内容や時期

で実施することができました。

保護者アンケートでは約８割の

園児が家庭で実施した内容につ

いて話しており、こどもを通じ

て保護者への食育推進にもつな

がっていると考えられます。 

 

 

基本事業２ 子育てするための環境の充実 

①出産前後の精神的負担の軽減 

 施策 事業概要 取組状況 評価 

１ 
子育て世代 

包括支援事業 

妊娠期から子育て期にわ

たる母子保健や育児に関

する悩み等に円滑に対応

するため、子育て世代包括

支援センターを設置し、保

健師等専門的見地からの

支援を実施します。 

妊娠期から子育て期にわたり、

保護者に寄り添った支援を行い

ました。特に妊娠中には「すくす

く通信」を出したり予定日１か

月前には電話連絡をしたり、安

心して出産を迎えられるように

支援を行いました。また、令和４

年６月に設置された子ども家庭

総合支援拠点と連携し、切れ目

のない支援を行いました。 

妊娠中に妊婦へのアプローチが

増え、担当者との信頼関係がで

きています。そのため、出産後も

気軽に相談できる関係がつくら

れています。 

２ 

マタニティー

スクール 

事業 

妊娠届出をした妊婦及び

その夫に対し、妊娠・出産・

育児に対する知識を普及

させ、地域の仲間づくりを

すすめます。 

３回/年で開催（１回あたり半日

×２日間）し、妊娠・出産・育児

に関する情報提供や、沐浴の実

習及び妊婦体操等を行いまし

た。申し込みに二次元コードを

取り入れました。 

年々妊婦が減少していますが、

１回あたり７組前後の参加者が

います。二次元コードによる申

し込みで参加しやすくなったと

思われます。 

３ 
ママヨガ教室

事業 

妊婦及び出産後12か月ま

での産婦に対し、ヨガを通

じて妊娠・出産・母乳育児

に対する不安の軽減やス

トレスの解消及び地域の

仲間づくりを行います。 

妊産婦及び出産後 12 か月まで

の産婦に対し、助産師によるヨ

ガ指導及び相談を12回/年、子

育て支援センター「汽車ぽっぽ」

で開催しました。 

子育て支援センター「汽車ぽっ

ぽ」で開催することにより、こど

もを連れて気軽に参加できると

の意見がありました。また、ス

タッフがこどもを保育すること

で、安心して教室に参加し、妊

娠・出産・母乳育児に対する不安

の軽減及びリフレッシュに役立

つことができました。 
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 施策 事業概要 取組状況 評価 

４ 産後ケア事業 

出産後の母親の精神的・肉

体的不安を軽減するため、

母子に対する心身のケア

や育児サポートを実施し

ます。 

医療機関等に委託して実施して

います。産後ケアを行い、母親の

育児手技の獲得や育児不安の軽

減に取り組みました。また、産後

ケア費用の助成を行い、利用者

の経済的負担の軽減も行いまし

た。医療機関との連携を図るこ

とで、産後トラブルの早期発見

及び相談を行いました。 

妊娠期に産後ケアについて案内

をしたことにより、早期に母親

の心身のケアにつながりまし

た。また、産後ケア費用を助成

し、経済的負担も軽減しました。

利用者が少ないため、今後も産

後ケア利用促進のため、周知の

時期を見直す必要があります。 

 

５ 

乳児家庭全戸

訪問（おめで

とう訪問）事

業 

生後２か月児の家庭を保

健推進員が訪問し、子育て

に関する様々な不安や悩

みを聞き、地域の中でこど

もが健やかに育成できる

環境整備を図ります。 

生後２か月児の家庭を保健推進

員が訪問して絵本を配布するほ

か、乳児相談（はぐみ）の案内等

を行い、子育て支援に関する情

報提供等を行いました。 

保健推進員が育児等に関する

様々な不安や悩みを聞き、相談

に応じるほか、子育て支援に関

する情報提供を行いました。支

援が必要な家庭に対しては、保

健師まで連絡をいただき、適切

なサービスの提供につなげまし

た。 

６ 
ベビーマッ

サージ事業 

生後２か月から 1 歳まで

の乳児を対象にオイル

マッサージを行い、お母さ

んとお子さんがリラック

スした時間を過ごせるよ

う援助します。 

助産師による親子のスキンシッ

プやリラクゼーションを目的と

したマッサージを12回/年実施

しました。隔月ごとにミニ講話

を行い、子育てに関する情報提

供を行いました。 

自由参加のため、月ごとに参加

人数は異なりますが、平均して

６～７組が参加しています。

マッサージだけではなく、子育

てのアドバイスや、親子同士の

交流の場としても活用されてい

ます。 

 

②親子の居場所づくり 

 施策 事業概要 取組状況 評価 

１ 
母子会活動 

支援事業 

みなかみ町母子会（事務

局：みなかみ町社会福祉協

議会）の活動に対して補助

金を交付し支援します。 

新型コロナウイルス感染症の拡

大により活動の自粛を行ってか

ら、全ての会員を退会としたた

め、計画期間に活動を実施でき

ませんでした。 

会員がいないため、活動をする

ことが困難な状況です。 

２ 

子育て支援 

センター管理

運営事業 

にいはるこども園の子育

て支援事業として、子育て

支援センターを運営して

います。町の子育て支援の

拠点として地域支援活動

を実施していきます。 

町内各センターでは、子育てに

関する不安や疑問についての相

談及び情報提供、工夫を凝らし

た遊び・イベントの毎月の実施

など、親子、親同士、こども同士

のコミュニケーションづくりを

サポートしています。町では各

支援センターを通して地域全体

で子育てを見守る環境づくりを

目指しています。 

急激な少子化の進行に伴い、子

育て支援センターを利用する親

子が減少傾向にあります。また

低年齢層から共働き家庭が増加

していることも利用者の減少に

拍車をかける要因となっていま

す。利用促進のためには、他の子

育て支援事業との一体的な実施

や連携等、効果的な実施方法を

検討する必要があります。 

３ 

子育て支援 

団体活動奨励

事業 

子育て支援団体の活動に

対して活動費を補助する

ことで、活動を奨励しま

す。 
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③保育･教育環境の充実 

 施策 事業概要 取組状況 評価 

１ 

にいはるこど

も園管理運営

事業 

新治地区を中心にこども

の受入を行い、地域に根ざ

した幼児教育・保育、及び

園の施設管理、運営を行い

ます。 

園でのおむつの自園処分を開始

し、保護者の負担軽減を図るな

ど充実した保育サービスを実施

しました。また、保育支援システ

ムの導入により保育業務の効率

化を推進し、こどもたち一人ひ

とりに向き合う時間を増やすよ

う、管理運営を行いました。 

求められる事務やサービスが多

様化していく中で、保育サービ

スの精査、効率性などを考慮し

ていく必要があります。保育業

務の効率化を図ることにより、

こどもたち一人ひとりに向き合

う時間を確保し、安心、安全に保

育業務に取り組めるよう、管理

運営を行う必要があります。 

２ 

私立保育所 

延長保育促進

事業 

町内の私立認定こども園

での延長保育を促進して

いく上での体制整備に対

し事業費の一部を補助し

ます。 

つきよのこども園で 30 分の延

長保育（18：30～19：00）を実

施し、その事業費の一部につい

て、補助を行いました。補助金に

ついては、国の子ども・子育て支

援交付金を活用し、30万円を上

限として補助を行いました。 

令和５年度までは上限額が 30

万円となっており、延長保育に

対応した保育士の人件費コスト

は当該補助金では賄いきれてい

ませんでしたが、令和６年度か

ら60万円に増額されました。今

後も延長保育を必要とする児童

が見込まれるため、継続して事

業を実施する必要があります。 

３ 

私立保育所 

保育充実促進

費補助事業 

町内の私立認定こども園

が保育内容向上のために

支出した経費について補

助金を交付します。 

つきよのこども園及び水上わか

くりこども園について、低年齢

児保育（１歳児５人につき１人

以上の保育士置く）を実施した

経費について補助を行いまし

た。補助金については、県の保育

充実促進費補助金を活用し、１

歳児クラスの人数に応じて補助

を行いました。 

低年齢児保育を実施する私立園

への補助を行うことで、保育内

容の充実に寄与することができ

るため、継続して事業を実施す

る必要があります。また、補助金

のメニューとして低年齢児保育

の他に食物アレルギー対策もあ

りますが、委員会の設置が必要

であり、園にはハードルが高く

活用されていません。 

４ 

民間保育園 

障害児保育事

業 

町内の私立認定こども園

において、障害児の保育を

行う場合について、町がそ

の障害の程度により補助

金を交付し、障害児保育を

支援します。 

つきよのこども園及び水上わか

くりこども園について、障害児

の保育を実施した経費につい

て、その障害の程度により補助

を行いました。 

 

重度障害児への加配職員の人件

費等の補助の他、加配までの必

要がない中度・軽度の障害児に

対する保育を行う場合は、指導

計画と支援計画をつくることを

補助金支給要件とし、すべての

園で障害児保育の充実が図れる

ように補助を行いました。今後

も障害児保育を必要とする児童

が見込まれるため、継続して事

業を実施する必要があります。 
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 施策 事業概要 取組状況 評価 

５ 
子育て支援 

拡充事業 

私立認定こども園の運営

の安定化を図るとともに

教育振興費補助、保育促進

事業に対して町単独の補

助を行い、子育て支援の拡

充を図ります。 

つきよのこども園及び水上わか

くりこども園について、子育て

支援の拡充と幼児教育の振興を

図るため、町単独の補助を行い

ました。 

補助内容については随時見直し

を行っており、令和5年度から

は教育振興促進事業・保育事業

拡充推進事業に加えて「第３子

以降及び低所得者給食費無償化

事業」を補助メニューに追加し

ました。私立認定こども園の運

営の安定化を図るとともに、子

育て支援の拡充を図るため、補

助内容等について検討を行いな

がら継続して事業を実施してい

く必要があります。 

６ 
誕生祝品支給

事業 

町内で生まれた新生児に

対し、心身ともに健やかに

育つように木のぬくもり

を感じる誕生祝いとして

木のおもちゃとウッドス

タートの冊子を支給しま

す。 

みなかみユネスコエコパーク登

録を機に、みなかみ町の木を使

い、町内で作製された木のおも

ちゃを支給しました。 

幼少期から木を通じて自然と触

れ合うことで感性豊かな心の発

達に寄与するとともに、水源の

町として、森と人のつながりを

考え、森の大切さを理解する

きっかけを創出することができ

ました。 

 

④短期的・一時的な支援 

 施策 事業概要 取組状況 評価 

１ 
一時預かり 

事業 

保育所に入所していない

小学校就学前の児童を保

護者の一時的な都合で預

かる「一般型」、１号認定

児を対象に一時的に預か

る「幼稚園型」の２つの事

業があります。 

認定こども園３園について「一

般型」「幼稚園型」の一時預かり

事業を実施しました。公立のに

いはるこども園については、国

の子ども・子育て支援交付金を

活用し事業を実施しました。私

立園においては、交付金の基準

を満たした事業として実施して

いないため、当該交付金は活用

しませんでした。 

今後も一時預かりが必要な児童

が見込まれるため、継続して事

業を実施する必要があります。 

また、令和８年度から本格実施

が予定されている「こども誰で

も通園制度」との調整を図りな

がら事業を進めていく必要があ

ります。 

２ 

ファミリー・

サポート・セ

ンター事業 

こどもの保育施設までの

送迎や、一時的な預かりな

どの援助を、事前に登録さ

れた会員の相互援助によ

り、有償で依頼できる事業

で、ファミリー・サポート・

センターが援助の仲介役

となります。 

地域において「子育てのサポー

トを受けたい人(おねがい会

員)」と「子育てのサポートをし

たい人(まかせて会員)」の双方

が会員になり、子育ての相互援

助を行うことにより、安心して

ゆとりある子育てができる環境

づくりを目指す活動を行ってい

ます。 

「まかせて会員」の登録者数が

極めて少なく、人材不足となっ

ています。その上、「まかせて会

員」の大半は就労しているため、

仕事と援助活動を両立させるの

は非常に困難であり、「おねがい

会員」からの依頼があっても、

マッチングできないことが多く

なっています。実際に援助でき

る「まかせて会員」を増やす必要

があります。 
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 施策 事業概要 取組状況 評価 

３ 
病後児保育 

事業 

生後１歳から小学校３年

生までの病気回復期の児

童で、保護者が就労等、や

むを得ない理由により家

庭での保育が困難な場合

に一時的に預かり保育を

行います。 

にいはるこども園において、病

後児保育の受け入れ環境の整備

を行っていますが、平成23年度

事業開始後、利用件数は平成25

年度1人、平成26年度1人、平

成 27 年以降は利用者がいない

状況です。 

事業の実施について、広域圏等

との提携や廃止も視野に入れ、

検討する必要があります。 

４ 

認可外保育所 

運営費補助 

事業 

こども園が休みとなる休

日保育を実施している認

可外保育施設と、こども園

への通園が困難な藤原地

区で実施している認可外

保育施設の運営の安定を

図るため補助金を交付し

ます。 

「きどあいらく」及び「森のよう

ちえん でこでこでん」につい

て、運営の安定を図るため、運営

費の一部について補助を行いま

した。 

土日祝日の就労者及び藤原地区

の就労者が、安心して子育てと

仕事の両立ができるよう今後も

継続していく必要があります。 

 

⑤要支援家庭への対応と虐待防止 

 施策 事業概要 取組状況 評価 

１ 

要保護児童対

策地域協議会

事業 

要保護児童対策地域協議

会で児童虐待、要支援家

庭、特定妊婦について各

ケースを把握し、学校・保

健師・警察・児童相談所等

の関係者と連携して支援

しています。 

年１回の代表者会議のほか、実

務担当者会議を毎月１回開催

し、関係団体等との連携、情報共

有を通じて支援を行いました。 

関係団体等と連携して情報共有

を図りながら、継続的な支援を

行いました。 

２ 

子ども家庭 

総合支援拠点

事業 

平成28年度の児童福祉法

改正により令和 4 年まで

に「拠点」の設置が義務づ

けられました。また、令和

２年度からは、児童虐待防

止法及び児童福祉法が改

正され、親のこどもへの体

罰を禁止するとともに、児

童相談所等の体制強化な

どが盛り込まれ、児童虐待

等の早期発見と早急な対

応等が求められています。 

令和４年４月にこども家庭相談

係が新設され、令和４年６月に

は係内に子ども家庭総合支援拠

点（要保護児童対策地域協議会）

が設置されました。係内にあっ

た子育て世代包括支援センター

と連携し、妊娠期から18歳まで

のこどもと家庭及び妊産婦等を

対象とし、切れ目のない支援を

行っています。 

子育て世代包括支援センターに

おいて把握した要支援児童及び

要保護児童等に対して、切れ目

のない支援を提供し、かつ子育

て支援施策と母子保健施策との

連携・調整を図り、より効果的な

支援につなげることができるよ

うになりました。 
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基本事業３ 子育てのための経済的な支援 

①出産にかかる経済的負担の軽減 

 施策 事業概要 取組状況 評価 

１ 
出産祝金支給 

事業 

町では、全国一律に支給さ

れている出産育児一時金

に加え、独自に出産後の育

児準備に係る経済的負担

の軽減を目的に祝金を支

給しています。 

令和４年度までは第１子・第２

子：５万円、第３子以降：13万

円と電子地域通貨２万円分を支

給しました。令和５年度より出

産・誕生日祝金事業の「出産祝

金」として、第１子・第２子：２

万円、第３子以降10万円を支給

し、「誕生日祝金」として、１歳

及び２歳を迎えた児童のいる家

庭にその子の健診に併せて３万

円分の地域通貨を支給しまし

た。 

出産時の経済的負担の軽減を図

ることができました。 

２ 
妊婦健康診査 

等助成事業 

妊婦の健康の保持及び増

進を図るため、妊婦に対す

る健康診査や指導を行い、

また、出産に係る経済的な

負担の軽減を図ることで、

こどもを安心して出産す

るための支援を行う事業

です。 

妊娠届出をした妊婦に対し、妊

婦健診受診票14回分、妊婦歯科

健診受診票１回分、産婦健診受

診票２回分を交付し、費用の助

成を行いました。また低所得妊

婦の初回産科受診料支援事業も

開始しました。 

妊婦健診費用の助成をすること

により、経済的負担を軽減し、安

心した妊娠期を過ごすことに結

びついています。受診結果を把

握し、必要時保健指導を行いま

した。今後も継続します。 

３ 
不妊治療費 

助成事業 

不妊治療を受けている夫

婦の経済的負担の軽減を

図るため、不妊治療に要す

る医療費の一部を助成金

として交付します。 

みなかみ町不妊治療費助成事業

実施要綱に基づき、不妊治療に

要する医療費の一部を助成金と

して交付しました。令和４年度

より、助成回数の制限を廃止し

ました。 

不妊治療には多額の費用がかか

る場合があるため、助成により

経済的負担の軽減を図りまし

た。 

 

②就園・就学時の経済的負担の軽減 

 施策 事業概要 取組状況 評価 

１ 
入学支援金 

支給事業 

小・中学校入学時にかかる

費用の負担軽減を図るこ

とを目的に、対象者からの

申請により、みなかみ町商

工会が発行する商品券を

入学支援金として支給し

ます。 

小学校入学時に２万円、中学校

入学時に４万円を、町内で使用

できる電子地域通貨（カード）に

より支給しました。 

小学校の入学準備や中学校入学

で制服購入に使用するなど、経

済的負担の軽減に役立っていま

す。 

２ 

保育関係施設 

実費徴収に係

る補足給付事

業 

子育て世帯の経済的負担

の軽減やこどもの健全育

成のため、こども園の児童

の保護者(生活保護世帯)

が支払う実費徴収費用を

援助します。 

平成 31 年４月まで生活保護世

帯１世帯に対し、給食費や教材

費等の補足給付を行っていまし

たが、それ以降は給付実績があ

りませんでした。 

生活保護世帯に対する支援事業

で、こどもたちが等しく学ぶこ

とができるよう今後も事業を継

続していく必要があります。 
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 施策 事業概要 取組状況 評価 

３ 
体育着購入 

支援事業 

子育て家庭の経済的負担

の軽減の一環として町内

中学生にウインドブレー

カーの無償配布を行いま

す。 

中学入学時に町内統一デザイン

のウインドブレーカーを無償配

布しています。 

平成 30 年度から継続実施され

ています。町内中学校共通の統

一デザインとして支給されてお

り、引き続き事業を継続します。 

 

③結婚・定住のための経済的負担の軽減 

 施策 事業概要 取組状況 評価 

１ 

子育て家庭住

宅整備補助金

交付事業 

子育て世代の定住を促進

するため、町内に住宅を新

築･増改築･取得する子育

て家庭及び新婚家庭に対

し、対象工事費の10％（上

限100万円）を補助金とし

て交付します。 

過去5年の申請件数は、令和元

年度は34件、令和２年度は13

件、令和３年度は33件、令和４

年度は29件、令和５年度は30

件と推移しており、平均30件程

度である。令和６年12月時点で

は20件の申請状況であり、広報

誌、町ホームページ等で周知を

行いました。 

補助金額が上限100万円となっ

ており、子育て世代の新築等に

係る経費の負担軽減になってい

ます。近年では都内、前橋市、高

崎市のほか利根沼田管内からの

移住もみられます。 

２ 
結婚新生活 

支援事業 

新たに結婚した世帯を対

象に住居費及び引越費用

の一部を補助し、子育て世

代の支援及び低所得者の

結婚に伴う新生活の支援

を行っています。 

令和２年度は町単独事業として

実施しましたが、令和３年度か

らは国の地域少子化対策重点推

進交付金を活用して実施し、年

間数件の補助を行いました。 

少子化対策のためには結婚に対

する支援は必要と考えられるた

め、継続して事業を実施してい

く必要があります。 

 

④育児にかかる経済的負担の軽減 

 施策 事業概要 取組状況 評価 

１ 
児童手当支給 

事業 

中学卒業までの児童を養

育している方を対象に、年

齢等に応じて定められた

金額を支給することで家

庭における生活の安定や

次世代を担う児童の健全

育成及び資質の向上を目

指します。 

令和6年9月分までの3歳未満

は1万5千円、3歳以降は1万

円（ただし、第3子以降の3歳

以降小学校修了前までは 1 万 5

千円）所得制限超過者は5千円

を支給しました。令和6年10月

分以降は、制度改正により所得

制限が撤廃され、支給対象児童

の年齢が高校生年代まで拡充さ

れました。支給学は、3歳未満は

1万5 千円、3歳以降は1万円

（ただし、第3子以降は3万円）

を支給しました。 

義務事業のため今後も継続して

いきます。 

２ 
児童扶養手当 

支給事業 

父母が婚姻を解消した児

童や、父または母が死亡し

た児童等を「監護している

母」、「監護し、かつ生計を

同じくする父」、「父母に代

わって養育している者」を

対象に支給します。 

受給者は約70人～90 人で、年

間約 10 人程度の新規申請があ

ります。所得に応じた支給額が

２か月分ずつ年間６回、奇数月

に支払われています。 

離婚届または（未婚等による）出

生届提出の際に、制度説明等を

行うなど他部署との連携を図り

つつ、町広報紙や町ホームペー

ジでの周知を行い、対象となる

方に支援が届くよう今後も継続

していく必要があります。 
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⑤こどもの貧困対策 

 施策 事業概要 取組状況 評価 

１ 

貧困対策に 

かかる支援の 

推進 

平成26年に「こどもの貧

困の解消に向けた対策の

推進に関する法律」が施行

され、令和元年６月には、

この法律の一部を改正す

る法律が成立しました。こ

れにより、市町村において

もこどもの貧困解消対策

計画の策定が努力義務と

なりました。 

生まれ育った環境によって左右

されることがなく、全てのこど

もたちが心身共に健やかに成長

できるよう、関係各課及び機関

と連携し、こども家庭センター

の設置や「子育て世帯訪問支援

事業」等を実施することにより

支援体制の整備に努めました。 

利用者数と認知度が低いため、

今後、事業内容の充実と町民及

び対象者への事業の周知が必要

となります。 

 

 

基本事業４ 青少年の健全育成支援 

①児童の安心安全な居場所づくり 

 施策 事業概要 取組状況 評価 

１ 
水上児童館 

管理運営事業 

児童に健全な遊び場を与

え、健康増進及び情操を豊

かにするため児童福祉法

に基づき児童館を設置し

ます。 

計画当初は新型コロナウイルス

感染拡大防止対策として、休館

や利用制限を設けた時期もあり

ましたが、令和５年５月より通

常の運用になりました。 

現在の児童館は「学童クラブ」と

同じ機能をしているため、用途

変更等を検討する必要がありま

す。 

２ 
放課後児童 

健全育成事業 

保護者が就労等で昼間家

庭にいない小学生が、放課

後を安心安全に過ごせる

場として町内３か所に学

童クラブが設置されてい

ます。公設の新治学童クラ

ブ、月夜野わんぱくクラブ

は指定管理により運営管

理が行われ、わかくりキッ

ズクラブは民間により運

営されています。 

計画の当初は、新型コロナウイ

ルス感染拡大のなかで小学校は

臨時休校の要請が発表され、同

時にその感染リスクの危機の中

で学童クラブにおいては終日の

開所が求められました。各学童

クラブでは通所自粛要請等を実

施しつつも、３密を避けながら

開所しました。また、月夜野地区

の待機児童問題を解決するた

め、旧月夜野幼稚園の一部を改

修し、令和３年４月に月夜野第

２学童クラブが設置されまし

た。 

共働き家庭の増加や核家族化の

進行から需要が高まっていま

す。利用者児童の増加に伴い支

援が必要な児童も増加傾向にあ

るため、安全面に配慮して円滑

な運営が行えるよう余裕をもっ

て支援員を確保する必要があり

ます。 

３ 
放課後子ども

教室事業 

放課後子ども教室とは、放

課後や休日に学校の空き

教室等を活用して、こども

たちに安心安全な居場所

の提供と、地域住民の経験

や技術等を活かした様々

な体験の機会を提供する

ことを目的として住民主

体で運営される取組です。 

新型コロナウイルスの影響で令

和２年度はほとんどの活動がで

きなかったが、令和３年度から

令和４年度にかけて感染対策を

行いながら順次再開し、令和５

年度からは全ての子ども教室で

通常の活動を行うことができま

した。 

各子ども教室の指導者が活動内

容と安全対策を十分協議した上

で、子ども教室を計画的に開催

できました。こどもたちに対し

て、放課後や休日の居場所と地

域の人との触れ合い、新たな体

験活動を提供することができま

した。 
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②地域でこどもを守り育てる取組 

 施策 事業概要 取組状況 評価 

１ 

青少年育成推

進連絡協議会

活動支援事業 

行政区長からの推薦を受

け、群馬県知事の委嘱によ

る青少年育成推進員によ

る「みなかみ町青少年健全

育成推進連絡協議会」を中

心に、町の青少年健全育成

に努めています。 

令和２年には社会環境モニター

として町内コンビニの調査など

青少年を取り巻く環境調査など

を実施しましたが、その後コロ

ナ禍により予定していた事業は

ほぼ中止となりました。令和６

年度は学校のあいさつ運動に参

加する形でようやく活動を再開

することができました。民法の

改正により、成年年齢が20才か

ら18才に引き下げられ、それま

で成人式として町がお祝いとし

て開催してきた事業を、実行委

員会形式による二十歳の集いに

改め、該当者が自ら成年として

の自覚を促す機会としました。 

コロナ禍での活動自粛は全国的

な流れでやむを得ないものと考

えます。５類への移行に伴い、

徐々に人が集まって活動するこ

とへの抵抗が減り、令和６年度

は学校のあいさつ運動に参加す

る形で活動を再開できたことは

今後の展開の明るい兆しとなっ

ています。また、計画期間中に成

人式から二十歳の集いへと事業

が変更になりましたが、コロナ

禍であっても人生の節目をお祝

いできる方法を考えて継続し、

該当年齢の実行委員により開催

できるようになりました。 

２ 

子ども会育成

団体連絡協議

会活動支援事

業 

地域子ども会及び指導者

並びに関係者との連絡調

整や町内の子ども会員を

対象とした行事などを行

います。また、上部団体

（県・郡）等との連絡調整

を行います。 

新型コロナウイスル感染症の影

響を受け、令和２年度はカルタ

大会を始め多くの行事が中止と

なったが、夏のラフティング教

室など野外開催の行事について

は、令和３年度に再開すること

ができました。また、令和５年は

川の事故により中止となりまし

たが、代替行事としてマスのつ

かみ取り体験に変更し、活動維

持に努めました。 

令和３年度にラフティングを再

開することができました。また、

川の事故の関係でラフティング

ができなくなったこともありま

したが、速やかに代替行事を提

案し、円滑に実施することがで

きました。室内開催の上毛カル

タ大会については、参加者同士

が近接して競技するため実施で

きませんでしたが、仕方のない

ことと捉えています。 
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４．第２期計画期間の実績値 

（１）第２次みなかみ町総合計画に基づく目標値 

【自分のこどもが心身ともに健やかに育っていると感じる保護者の割合】では令和３年度・令

和４年度「・令和６年度、【出生数】及び【合計特殊出生率】では令和４年度が目標を達成していま

す。 

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 
（見込み） 

自分のこどもが心身とも

に健やかに育っていると

感じる保護者の割合

（％） 

92.0「  92.5「  93.0「  93.5「  94.0「  

実績 85.9「  95.3「  94.4「  93.4「  94.0 

 

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 
（見込み） 

出生数（人） 80 77 74 71 68 

実績 64 58「 「  78 50 57 

 

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 
（見込み） 

合計特殊出生率（％） 1.39 1.41 1.43 1.45 1.47 

実績 1.11 1.06 1.43 0.94 1.00 

＊目標を達成している実績に塗りつぶし 

 

 

（２）基本事業の達成指標 

①こどもの健康増進 

【健康診査受診率 １歳６か月児】では、全ての年度で目標を達成しています。一方、【健康診

査受診率 ３歳児】では、令和２年度と令和４年度のみ達成しています。 

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 
（見込み） 

健康診査受診率 

１歳６か月児（％） 
94.5 95.0 95.5 96.0 96.5 

実績 97.6 100.0 100.0 100.0 98.0 

 

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 
（見込み） 

健康診査受診率 

３歳児（％） 
96.5 97.0 97.5 98.0 98.5 

実績 96.6 95.9 97.9 96.4 97.0 

＊目標を達成している実績に塗りつぶし 
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②子育てするための環境の充実 

全ての年度で目標を達成しています。 

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 
（見込み） 

ゆったりと過ごせる時間

のある保護者の割合

（％） 

75.6「  75.8「  76.0「  76.2「  76.4「  

実績 78.9「  78.5「  79.4「  - - 

＊目標を達成している実績に塗りつぶし 

 

【参考】＊第 2次みなかみ町総合計画（後期基本計画）（令和５年度～）より指標が変更 

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 
（見込み） 

こども園の一時預かり保

育数（人） 
- - - 24 28 

実績 - - - 8 10 

 

③子育てのための経済的な支援 

令和４年度のみ目標を達成しています。 

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 
（見込み） 

出産や子育てをする上

で、経済的な負担に不安

を抱いている町民の割合

（出産・育児に不安を感

じている人のうち）

（％） 

76.6「  76.4「  76.2「  76.0「  75.8「  

実績 71.6「  68.1「  88.4「  - - 

＊目標を達成している実績に塗りつぶし 

 

【参考】＊第 2次みなかみ町総合計画（後期基本計画）（令和５年度～）より指標が変更 

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 
（見込み） 

町決算額における民生費

中の児童福祉費の割合

（％） 

- - - 35.5 36.0 

実績 - - - 29.3 30.0 
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④青少年の健全育成支援 

全ての年度で目標を達成しています。 

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 
（見込み） 

青少年の育成活動を行っ

ている町民の割合（％） 
32.0「  32.5「  33.0「  33.5「  34.0「  

実績 36.5「  32.6「  35.6「  - - 

＊目標を達成している実績に塗りつぶし 

 

【参考】＊第 2次みなかみ町総合計画（後期基本計画）（令和５年度～）より指標が変更 

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 
（見込み） 

発達状況が確認できた保

護者の割合（％） 
- - - 99.9 99.9 

実績 - - - 99.0 99.5 

 

 

（３）教育・保育施設の見込量と実績 

①１号認定 

少子化と共働き世帯の増加により、１号認定は減少しており、今後も続くものと考えられます。 

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 
（見込み） 

見込量 115 108 100 92 85 

確保方策 155 155 155 110 110 

 
 特定教育・保育施設 155 155 155 110 110 

確認を受けない幼稚園 ０  ０ ０ ０ ０ 

実績 98 73 68 51 41  

見込量との乖離 
（実績-見込量） 

▲ 17 ▲ 35 ▲ 32 ▲ 41 ▲ 44  

 

②２号認定 

少子化の影響はあるものの、共働き世帯の増加や認定時間の緩和等に伴い、増加傾向となって

います。 

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 
（見込み） 

見込量 185 188 191 193 196 

確保方策 180 180 180 220 220 

 
 特定教育・保育施設 180 180 180 210 210 

認可外保育施設 0 0 0 10 10 

実績 180 204 218 211 203 

見込量との乖離 
（実績-見込量） 

▲ 5 16 27 18 7 
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③３号認定 

（０歳児） 

少子化の影響はあるものの、共働き世帯の増加により全体としてほぼ横ばいとなっています。 

（１・２歳児） 

少子化の影響で減少傾向となっていますが、低年齢からの利用ニーズの高さがうかがえます。 

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 
（見込み） 

見込量 100 99 98 97 96 

確保方策 108 108 108 113 113 

 
 特定教育・保育施設 103 103 103 108 108 

特定地域型保育事業所 0 0 0 0 0 

認可外保育施設 5 5 5 5 5 

実績 115 117 100 96 112  

見込量との乖離 
（実績-見込量） 

15 18 2 ▲ 1 16  

 

 

（４）地域子ども・子育て支援事業の見込量と実績 

①利用者支援事業 

「汽車ぽっぽ」「ぽかぽか」「さくらんぼルーム」の３か所の子育て支援センターのほか、「子育

て世代包括支援センター」を合わせて４か所で実施しています。 

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 
（見込み） 

見込量（か所） 4 4 4 4 4 

確保方策（か所） 4 4 4 4 4 

 
 基本型・特定型 3 3 3 3 3 

母子保健型 1 1 1 1 1 

実績（か所） 4 4 4 4 4 

見込量との乖離 
（実績-見込量） 

0 0 0 0 0 

  

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 
（見込み） 

見込量 31 33 36 38 41 

確保方策 37 37 37 37 37 

 
 特定教育・保育施設 37 37 37 37 37 

特定地域型保育事業所 0 0 0 0 0 

認可外保育施設 0 0 0 0 0 

実績 36 33 38 36 34  

見込量との乖離 
（実績-見込量） 

5 0 2 ▲ 2 ▲ 7  
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②地域子育て支援拠点事業 

コロナ禍における人数制限やイベントの中止がありました。また、令和３年度より「にこにこ

くらぶ」が休止となっています。 

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 
（見込み） 

見込量（月当たり延べ回数） 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

確保方策（か所） 5 5 5 4 4 

実績（月当たり延べ回数） 479 380 391 332 350  

見込量との乖離 
（実績-見込量） 

▲ 521 ▲ 620 ▲ 609 ▲ 668 ▲ 650 

 

③妊婦健康診査事業 

令和３年度に大きく増加しましたが、その後減少に転じています。１人あたり回数の向上に努

める必要があります。 

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 
（見込み） 

見込量（年間延べ回数） 962 945 929 914 898 

実績（年間延べ回数） 751 948 854 694 682  

見込量との乖離 
（実績-見込量） 

▲ 211 3 ▲ 75 ▲ 220 ▲ 216  

 

④乳児家庭全戸訪問事業 

コロナ禍において、訪問が行えない時期がありました。 

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 
（見込み） 

見込量（実人数） 78 74 71 69 67 

実績（実人数） 43 60 76 59 57  

見込量との乖離 
（実績-見込量） 

▲ 35 ▲ 14 5 ▲ 10 ▲ 10  

 

⑤養育支援訪問事業及び要保護児童対策地域協議会その他の者による要保護児童等

に対する支援に資する事業 

国庫基準対象の事業は行っておらず、必要に応じ、町の保健師による直接の訪問により、同等

の指導・助言等を行っています。 

 

⑥子育て短期支援事業（ショートステイ） 

実施施設が限られることもあり、広域的に確保することで対応しました。 
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⑦一時預かり事業（幼稚園型） 

１号認定の減少に伴い、事業の利用者も減少しています。 

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 
（見込み） 

見込量（年間延べ人数）１号 1,284 1,272 1,262 875 867 

見込量（年間延べ人数）２号 642 636 631 0 0 

確保方策（年間延べ人数） 1,926 1,908 1,893 875 867 

実績（年間延べ人数） 1,025 397 394 571 249 

見込量との乖離 
（実績-見込量） 

▲ 901 ▲ 1,511 ▲ 1,499 ▲ 304 ▲ 618 

 

⑧一時預かり事業(幼稚園型を除く)・子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポー

ト・センター） 

未就園児が減少していることから、事業の利用者も減少しています。また、一時預かり事業の

利用人数が令和３年度に大幅に減少したのはコロナの影響が考えられます。 

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 
（見込み） 

見込量(年間延べ人数) 70 70 70 70 70 

確保方策（年間延べ人数） 

一時預かり事業 
50 50 50 50 50 

確保方策（年間延べ人数） 

ファミリー・サポート・センター 
20 20 20 20 20 

実績（年間延べ人数） 

一時預かり事業 
45 5 35 22 48 

実績（年間延べ人数） 

ファミリー・サポート・センター 
1 2 0 3 0 

見込量との乖離 
（実績-見込量） 

▲ 24 ▲ 63 ▲ 35 ▲ 45 ▲ 22 

 

⑨病児保育事業（病児・病後児） 

広域圏での病児保育事業への参画が進んでいません。 

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 
（見込み） 

見込量（年間延べ人数） 130 130 130 130 130 

確保方策（年間延べ人数） 130 130 130 130 130 

実績（年間延べ人数） 0 0 0 0 0 

見込量との乖離 
（実績-見込量） 

▲ 130 ▲ 130 ▲ 130 ▲ 130 ▲ 130 
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⑩延長保育事業 

概ね同水準で推移しています。 

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 
（見込み） 

見込量（実人数） 30 28 26 24 21 

確保方策（実人数） 30 30 30 30 30 

実績（実人数） 20 16 21 15 8 

見込量との乖離 
（実績-見込量） 

▲ 10 ▲ 12 ▲ 5 ▲ 9 ▲ 13 

 

⑪放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業） 

登録児童数が毎年度増加しており、共働き世帯の増加に伴うニーズの高まりがうかがえます。

特に高学年の登録児童数が増加しています。 

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和６年度 
（見込み） 

見込量（登録児童数） 127 124 132 131 138 

 

１年生 41 41 42 42 42 

２年生 37 43 41 48 46 

３年生 21 20 19 18 18 

４年生 15 7 14 6 13 

５年生 11 12 14 15 17 

６年生 2 1 2 2 2 

確保方策（登録児童数） 140 140 140 185 185 

 
 うち放課後子ども教室

と一体的に実施 
40 40 40 40 40 

うち放課後子ども教室

と連携して実施 
0 0 0 0 0 

実績（登録児童数） 131 139 143 159 179 

 

１年生 51 37 45 43 51 

２年生 27 52 29 43 38 

３年生 35 16 34 32 34 

４年生 9 25 13 27 30 

５年生 4 6 15 6 22 

６年生 5 3 7 8 4 

見込量との乖離 
（実績-見込量） 

4 15 11 28 41 
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すべての親が安心してこどもを産み育てられる 

すべてのこどもたちが心身ともに健やかに育つまち 

第３章 計画の基本的な考え方 

１．計画の基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなかみ町では、これまで、誰もが安心してこどもを産み、喜びや楽しみを持ちながら子育て

ができ、また全てのこどもが心豊かに育っていけるよう、環境や条件づくりを積極的に推進して

きました。 

一方、現状では、町の出生数は著しい減少を見せており、近年では年間 100 人を大幅に下回っ

ています。これによりこども同士の交流機会の減少や、地域のつながりの希薄化などがあいまっ

て、こども自身の成長や社会性を育む保育・教育環境に影響を及ぼすことが懸念されています。

また、核家族化の進行による子育て家庭の孤独感や負担感の増加、出産や子育てにかかる経済的

負担に対しての不安、多様な就労形態が生じる中で働き方改革が進められるなど、子育て環境が

大きく変化しつつあり様々な対応が求められています。 

これらの状況をふまえ、本計画では、前回計画と同様「子・親が安心でき 安全でゆとりを感

じるまちに」を基本理念に掲げ、こどもの健全な発育・発達を促すサービスや、地域社会全体で

子育てを支援する体制、妊娠期から子育て期にわたる一貫した総合支援体制の充実を図り、ライ

フスタイルや社会情勢の変化に伴う多様化したニーズに柔軟に対応していきます。 

また、様々なライフステージに対応した経済的な支援策を講じていくほか、みなかみユネスコ

エコパークの豊かな自然や文化など、地域の資源や特徴を十分に活かしながら、SDGs の理念に

基づいた持続可能な取組を進め、豊かな自然環境のもと、安心安全でゆとりある暮らしを実現す

るためのこども・子育て支援を推進していきます。 

 

２．計画の基本目標 
みなかみ町に暮らす、全てのこども、親・保護者、子育てに関連する人々が、共通する子育て

のための視点として、次を本計画の基本目標とします。 

 

 

 

 

 

  

 
子・親が安心でき 

安全でゆとりを感じるまちに 
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３．計画の体系 

第３期子ども・子育て支援事業計画は、基本理念のもと、２つの基本目標、５つの基本事業別

に子ども・子育て支援施策を進めるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

子
・
親
が
安
心
で
き
安
全
で
ゆ
と
り
を
感
じ
る
ま
ち
に 

す
べ
て
の
こ
ど
も
た
ち
が
心
身
と
も
に
健
や
か
に
育
つ
ま
ち 

す
べ
て
の
親
が
安
心
し
て
こ
ど
も
を
産
み
育
て
ら
れ
る 

１ こどもの健康増進 

①こどもや母親の健康の確保 

②『食育』の推進 

２ 子育てと仕事の両立のための支援 

①親子の居場所づくり 

②保育・教育環境の充実 

③短期的・一時的な保育の支援 

④児童の安心安全な居場所づくり 

３ 子育てのための経済的な支援 

①妊娠・出産にかかる経済的負担の軽減 

②就園・就学時の経済的負担の軽減 

③結婚・定住のための経済的負担の軽減 

④育児にかかる経済的負担の軽減 

⑤こどもの貧困対策 

４ こども家庭相談の充実 

①妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援 

②発達の気になるこどもとその家庭への支援 

③要支援家庭への対応と虐待防止 

④こどもの第三の居場所づくり 

５ 青少年の健全育成支援 

①地域でこどもを守り育てる取組 

【基本理念】 【基本目標】 【基本事業-実施事業】 



38 

４．教育・保育提供区域の設定 

地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、現在の教育・保育の利用状況、教育・保育を

提供するための施設の整備の状況などを総合的に勘案して、利用者が幅広い選択肢の中から、登

園、通勤の利便性や教育の独自性を考慮して希望する園を選択できるように、町内全域を一つの

区域として設定します。 

 

 

 

５．SDGs の推進 
SDGs「（Sustainable「Development「Goals「：持続可能な開発目標）とは、「誰一人取り残さない」

持続可能でよりよい社会の実現を目指す国際目標のことで、経済・社会・環境等に係る 17 のゴー

ルと 169のターゲットから構成されています。 

本計画においても、SDGｓの「誰一人取り残さない」という理念に基づき、すべてのこどもと

その家族が幸せに暮らすことができるまちづくりを進めていきます。 

 

 

 

 

  

①貧困 ②飢餓 ③保健 ④教育 ⑤ジェンダー ⑥水・衛生 

⑦エネルギー ⑧成長・雇用 ⑨イノベーション ⑩不平等 ⑪都市 ⑫生産・消費 

⑬気候変動 ⑭海洋資源 ⑮陸上資源 ⑯平和 ⑰実施手段 
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第４章 基本事業の展開 

基本事業１ こどもの健康増進 
 

●こどもと母親の健康増進に向けて、広報などの各種媒体を活用し、乳幼児健診や定期予防接種

の必要性を周知するとともに、未受診者への勧奨を継続して受診率の向上を図ります。 

●保護者の育児不安の軽減や仲間づくりにつながるよう、発育や発達について相談できる場づく

りを進めます。 

●望ましい食生活や生活習慣が身に付くよう、食育の充実を図ります。 

 

 

①こどもや母親の健康の確保 

 施策 事業概要 取組方針 

１ 乳幼児健診事業 

３歳以下の乳幼児とその保護者を対

象に発育・発達状況の確認、疾病の

早期発見、育児不安の軽減や解消を

図ります。 

受診率 90％以上の高水準を保てる

よう、保健推進員による受診勧奨を

継続します。また、理学療法士や作

業療法士に従事してもらうなど多職

種と連携を図り、より多角的なアセ

スメントやアプローチを推進しま

す。 

２ 
はぐみ（親子ふれ

あい広場） 

乳児を対象に発育・発達状況の確認

を行い、保護者の育児不安の軽減や

解消、仲間づくりを図るために行い

ます。希望者には離乳食の試食を行

います。 

発育・発達の確認のため、個別通知

等により引き続き参加を勧めます。

特に家に引きこもりがちな母子に対

して参加を勧めます。また、育児不

安の軽減や仲間づくりができ、お母

さんが安心できる場を提供します。 

３ 
乳幼児等定期 

予防接種事業 

感染症の蔓延ならびに感染症による

重度障害・指導の予防のために各種

予防接種を行います。 

感染症の拡大防止のためには 95％

の接種率が必要と言われています。

個別通知や乳幼児健診での声かけな

どにより接種率の向上に努めます。

また、就学前後の対象児には、教育

委員会と連携した接種勧奨を実施

し、受診率向上を図ります。 

 

  

関連する SDGs 
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②『食育』の推進 

 施策 事業概要 取組方針 

１ 
学齢期における 

食育推進事業 

おやこ食育教室において、小学生の

親子が共通の食体験を持ち、食の楽

しさや大切さを伝えます。また、キッ

ズクッキング教室において、高学年

児童が調理体験を経験し、食や健康

の大切さと調理技術を伝えます。 

食体験を通して、食や健康につい

て理解・関心を深め、家庭における

食育や、望ましい食生活及び生活

習慣の実践につなげることを目指

します。 

２ 
早寝・早起き・満点 

朝ごはん推進事業 

母子手帳交付時及び幼児健診（２歳

児）で朝ごはんパンフレットを配布

します。また、町内こども園、保育

施設に通う年中・年長児に「早寝･早

起き･満点朝ごはんチャレンジ」（各

園、施設での講話および親子で朝食

の記録に取り組む）を実施します。 

朝食について考える機会をつく

り、朝食摂取率の向上と、朝食の栄

養バランスの改善を目指します。 

早寝・早起き・満点朝ごはんチャレ

ンジについては、実施を希望する

小学校にて同様の取組を行いま

す。 

 

 

 

 

  

関連する SDGs 
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基本事業２ 子育てと仕事の両立のための支援 
 

●子育て中の孤立感や負担感の解消につながるよう、親子が集まり、気軽に交流や相談できる場

を提供します。 

●家庭と仕事の両立を支援するため、こどもを安心して預けることができる環境を整備します。 

●様々なニーズに対応できるよう、一時預かり等短期的・一時的な保育の充実を図ります。 

●児童が安心して放課後や休日を過ごせるよう、地域と連携した居場所づくりに努めます。 

 

 

①親子の居場所づくり 

 施策 事業概要 取組方針 

１ 
子育て支援セン

ター運営業務事業 

全ての子育て家庭を地域で支えられ

るよう、子育て中の親子の交流促進

や育児相談等を実施し、子育ての孤

立感・負担感の解消を図ります。 

町内４か所の子育て支援センター及

び子育てひろばで、親子の交流の場

や子育てに関する情報の提供・相談・

講習会などを開催し、子育て家庭を

支援します。 

 

 

②保育・教育環境の充実 

 施策 事業概要 取組方針 

１ 
にいはるこども 

園管理運営事業 

新治地区を中心にこどもの受入を行

い、地域に根ざした幼児教育・保育

及び園の施設管理・運営を行います。 

家族形態や就労形態の変化などに伴

う多様なニーズに対応しながら、こ

どもに寄り添った幼児教育・保育を

行います。また、行政機関としての

ネットワークを活かした連携を強化

し、地域の子育て支援の拠点として、

次世代育成の中心的な役割を担って

いきます。 

２ 
私立保育所延長 

保育促進事業 

町内の私立認定こども園において、

延長保育を促進していく上での体制

整備に対して、事業費の一部につい

て補助金を交付し、安心して子育て

できる環境整備を支援します。 

 

家族形態や就労形態の多様化に伴う

延長保育の需要に対応するため、民

間保育所等が通常開所時間を超えた

保育を行うことを支援し、安心して

子育てができる環境の整備を進めま

す。 

３ 
私立保育所保育充

実促進費補助事業 

町内の私立認定こども園において、

入所児童の処遇改善と低年齢児保育

及び食物アレルギー対策を促進する

ために必要な人件費等の経費につい

て補助金を交付し、保育内容の向上

を支援します。 

１歳児５人につき１人以上の保育士

を置いて行う低年齢児保育や、食物

アレルギー対策等を行うことを支援

し、保育内容の向上を支援します。 

関連する SDGs 

関連する SDGs 
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 施策 事業概要 取組方針 

４ 
民間保育園 

障害児保育事業 

町内の私立認定こども園において、

障害児の保育を行う場合について、

町がその障害の程度により補助金を

交付し、障害児保育を支援します。 

重度障害児への加配職員の人件費等

の補助の他、加配までの必要がない

中度・軽度の障害児に対する保育を

行う場合は、指導計画と支援計画を

つくることを補助金支給要件とし、

障害児保育の充実が全ての園で図れ

るように支援します。 

５ 
子育て支援拡充 

事業 

町内の私立認定こども園において、

教育振興促進事業・保育事業拡充推

進事業・第３子以降及び低所得者給

食費無償化事業について補助金を交

付し、園の運営の安定化を図るとと

もに、子育て支援を拡充させます。 

園児数に応じた基本額のほか、拡充

事業については加算を行い、補助内

容・金額について随時現状に合わせ

た見直しを行いながら、子育て支援

を拡充させます。 

 

 

③短期的・一時的な保育の支援 

 施策 事業概要 取組方針 

１ 一時預かり事業 

保育所等に入所していない小学校就

学前の児童を保護者の一時的な都合

で預かる「一般型」、１号認定児を対

象に一時的に預かる「幼稚園型」の

２つの事業があります。 

「一般型」は保育所等に入所してい

ない保護者の病気やリフレッシュ

等、子育て支援事業として実施し、

「幼稚園型」は1号認定児の標準時

間を延長して保育を行います。 

２ 

乳児等通園支援

事業（こども誰で

も通園制度） 

普段保育所等に通っていないこども

を対象に、保護者の就労等の要件を

問わず保育所や認定こども園への通

園ができる事業です。 

令和８年度の本格実施から事業を開

始し、年齢の近い他児とのかかわり

を通じて、こどもの成長発達の促進

を図るとともに、保護者の育児不安

の解消、育児負担の軽減を図ります。 

３ 

ファミリー・サ

ポート・センター

事業 

こどもの保育施設までの送迎や、一

時的な預かりなどの援助を、事前に

登録された会員の相互援助により、

有償で依頼できる事業で、ファミ

リー・サポート・センターが援助の

仲介役となります。 

沼田市ファミリー・サポート・セン

ターへ業務委託をすることにより、

対象地域を広域化し、支援体制の充

実を図ります。 

４ 
認可外保育所 

運営費補助事業 

こども園が休みとなる休日保育を実

施している認可外保育施設と、こど

も園への通園が困難な藤原地区で実

施している認可外保育施設の運営の

安定を図るため補助金を交付しま

す。 

土日祝日の就労者及び藤原地区の就

労者が、安心して子育てと仕事の両

立ができるよう、今後も継続します。 

 

  

関連する SDGs 
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④児童の安心安全な居場所づくり 

 施策 事業概要 取組方針 

１ 
放課後児童健全 

育成事業 

保護者が労働等により昼間家庭にい

ない小学生を対象に、放課後や学校

休業日(土曜日、夏休み等)にこども

が安心して過ごせる「遊び」や「生

活」の場として、町内４か所の学童

クラブが設置されています。 

近年は共働き世帯やひとり親の増加

等により学童クラブの利用希望が増

えているため、安全面に配慮した円

滑な運営が行えるよう努めます。ま

た令和８年４月より月夜野地区小学

校統合に伴い、月夜野地区学童クラ

ブも統合を予定しています。 

２ 
地域学校協働活動 

推進事業 

放課後や休日のこどもの安全・安心

な居場所を設けるため、住民が主体

となる地域の安全管理員のもと、学

校の空き教室や体育館等を利用し

て、読み聞かせや工作・ゲームなど

の体験活動を行います。 

現在は全ての小学校に放課後子ども

教室が設置されていますが、令和８

年度に月夜野地区の小学校が統合す

るため、子ども教室の統合も進める

必要があります。担い手の高齢化が

進む中、新たな担い手の確保を進め

ます。 

 

 

 

  

関連する SDGs 
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基本事業３ 子育てのための経済的な支援 
 

●妊娠・出産、就園・就学など、子育てに係る経済的負担を軽減できるよう、費用の助成や電子地域通

貨（MINAKAMI「HEARTカード）の支給などを行います。 

●こどもの現在や将来が生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困対策を強化します。 

 

 

①妊娠・出産にかかる経済的負担の軽減 

 施策 事業概要 取組方針 

１ 
妊婦健康診査等 

助成事業 

妊婦の健康の保持及び増進を図るた

め、妊婦に対する健康診査や指導を

行い、また、出産に係る経済的な負

担の軽減を図ることで、こどもを安

心して出産するための支援を行いま

す。 

妊娠届出をした妊婦に対し、妊婦健

診受診票 14 回分、妊婦歯科健診受

診票１回分、産婦健診受診票２回分、

新生児聴覚検査受診票、１か月児健

診受診票を交付し、費用の助成を行

います。また、低所得妊婦の初回産

科受診料支援事業も行います。 

２ 
不妊治療費助成 

事業 

不妊治療を受けている夫婦の経済的

負担の軽減を図るため、不妊治療に

要する医療費の一部を助成金として

交付します。 

１回 30 万円を上限に、治療費夫婦

負担額の２分の１を助成します。助

成回数の制限はありません。対象と

なる方全てが利用できるように周知

を行います。 

３ 
妊婦のための 

支援給付金事業 

妊娠期からの切れ目のない支援を行

う観点から、児童福祉法の妊婦等包

括相談支援事業等の支援を効果的に

組み合わせて、子ども・子育て支援

法の妊婦のための支援給付を実施し

ます。妊婦等の身体的・精神的ケア

及び経済的支援を実施します。 

妊娠したこども１人につき妊娠届出

時に５万円、出産後５万円を支給し、

妊産婦の経済的支援を行います。ま

た、妊娠中には妊婦等包括相談支援

を行い、身体的・精神的ケアを行い

ます。 

４ 
出産・誕生日祝金 

事業 

町では、全国一律に支給されている

出産育児一時金に加え、出産後の育

児準備に係る経済的負担の軽減を目

的に独自で祝金を支給しています。 

また、１歳及び２歳を迎えた児童の

いる家庭には、その子の健診に併せ

ての誕生日祝金を支給します。 

出産の祝金として、申請により祝金

を第１子：２万円、第２子：２万円、

第３子：10万円を支給します。 

また、誕生日祝金として３万円分の

電子地域通貨（MINAKAMI「HEART

カード）のポイント支給を継続しま

す。 

５ 

保育関係施設実費

徴収に係る補足給

付事業 

子育て世帯の経済的負担の軽減やこ

どもの健全育成のため、こども園の

児童の保護者(生活保護世帯)が支払

う実費徴収費用を援助します。 

生活保護世帯に対して保育施設の利

用に係る費用の援助を行い、こども

の健全育成のための支援を行いま

す。 
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②就園・就学時の経済的負担の軽減 

 施策 事業概要 取組方針 

１ 就学支援金事業 

小・中学校入学時にかかる費用の負

担軽減を図ることを目的に、商工会

発行の電子地域通貨（カード）を入

学支援金として支給します。また、

中学生のいる子育て家庭の負担軽減

のために新入生にウインドブレー

カーの無償配布を行います。 

小学校入学時に５万円、中学校入学

時に 10 万円分の電子地域通貨を支

給します。就学時の経済的負担の更

なる軽減を目指し、支援金増額など

支援の拡充を推進します。また、中

学入学後に町内統一デザインのウイ

ンドブレーカーを配付します。 

 

 

③結婚・定住のための経済的負担の軽減 

 施策 事業概要 取組方針 

１ 

子育て家庭等住宅

整備補助金交付事

業 

子育て世代の定住を促進するため、

町内に住宅を新築･増改築･取得する

子育て家庭及び新婚家庭に対し、対

象工事費の10％（上限100万円）を

補助金として交付します。 

中学生以下の子を養育または、妊婦

のいる世帯及び婚姻届提出後３年以

内かつ夫婦の合計年齢が100歳未満

の世帯を対象に支援し、町内への定

住を促進します。 

２ 結婚生活支援事業 

新たに結婚した世帯を対象に住居費

及び引越費用の一部を補助し、子育

て世代の支援及び低所得者の結婚に

伴う新生活の支援を行います。 

前年分世帯所得が500万円未満で、

夫婦ともにみなかみ町に住民登録が

あり入居住居が町内にあること、ま

た、夫婦の合計年齢が100歳未満の

世帯に対し、上限 30 万円の費用を

補助します。 

 

 

④育児にかかる経済的負担の軽減 

 施策 事業概要 取組方針 

１ 児童手当支給事業 

高校卒業までの児童を養育している

方を対象に、年齢等に応じて定めら

れた金額を支給することで家庭にお

ける生活の安定や次世代を担う児童

の健全育成及び資質の向上を目指し

ます。 

対象者の申請により、認定し手当を

支払います。支払額は、３歳未満は

1万５千円、3歳以降は１万円（ただ

し、第3子以降は３万円）。国の基準

に則って実施します。 

２ 
児童扶養手当支給 

事業 

ひとり親家庭の生活の安定と自立を

助け、児童の健全育成を図ることを

目的とし、18歳に達する日以後最初

の３月 31 日までの児童を養育して

いるひとり親に支給します。 

離婚届又は（未婚等による）出生届

提出の際に制度説明等を行うなど、

他部署との連携を図りつつ、町広報

紙や町ホームページでの周知を行

い、対象となる方に支援が届くよう

事業を実施します。 
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⑤こどもの貧困対策 

 施策 事業概要 取組方針 

１ 
貧困対策にかかる

支援の推進 

平成 26 年に「こどもの貧困の解消

に向けた対策の推進に関する法律」

が成立され「教育の支援」「保護者の

就労の支援」「生活の支援」「経済的

な支援」の柱から、各関係機関と連

携し、支援を推進します。 

貧困の世代間連鎖を断ち切るべく、

福祉や教育等の施策取組の過程で得

られるこどもたちの状況に関する情

報を活用し、こども家庭センターで

の保健師や公認心理師といった専門

職を中心とした相談業務や、福祉ま

るごとサポートセンター等関係機関

と連携した支援強化を図ります。 
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基本事業４ こども家庭相談の充実 
 

●一人ひとりの状況に応じて、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を行います。 

●運動・言葉・社会性など発達が気になるこどもとその保護者に対し、療育相談及び指導を行い

ます。 

●家事・子育て等に対して不安や負担を抱えた子育て家庭、ヤングケアラー、要保護児童等を対

象に、関係機関が連携を図りながら、こどもの置かれている状況に合わせて継続的に支援しま

す。 

●こどもの第三の居場所づくりを進め、生活習慣の形成や学習のサポート、進路等の相談支援等、

児童と家庭が抱える多様な課題に対応します。 

 

 

①妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援 

 施策 事業概要 取組方針 

１ 
こども家庭 

センター事業 

子育て世代包括支援センター及び子

ども家庭総合支援拠点の一体的な運

営を通じて、妊産婦及び乳幼児の健

康の保持・増進に関する包括的な支

援や、全てのこどもと家庭に対して

虐待への予防的な対応から個々の家

庭に応じた支援まで、切れ目なく対

応します。 

こども家庭センター「すくすく」が

誰もが気軽に相談できる場所となる

ように周知します。必要に応じてサ

ポートプランの作成・手交を行い、

切れ目のない支援を行います。 

２ 
母子健康手帳交付 

事業 

こども家庭センターにおいて妊娠届

出をした妊婦に対し、母子健康手帳

を交付します。母子健康手帳の使用

方法を含め、妊娠・出産に関する保

健指導を実施します。 

母子健康手帳交付予約を電話と二次

元コードで行い、妊婦が都合の良い

日時に母子健康手帳を交付できるよ

うにします。出産に対する不安の軽

減が図れるよう、相談や指導を行い

ます。外国籍の妊婦に対応できるよ

う、外国語版母子健康手帳を配布し

ます。また、必要に応じてサポート

プランを作成します。 

３ 新生児訪問事業 

生まれた赤ちゃん全数に対して地区

担当保健師が早期に家庭訪問を行い

ます。また、里帰り先の市町村への

訪問依頼及び他市町村からの依頼に

よる訪問を実施します。 

出生届時もしくは出生届を出した

後、早期に産婦と連絡をとり、家庭

訪問を行うことで、母の身体面・精

神面に寄り添います。また、育児に

関する望ましい知識の指導等を行い

ます。 

４ 訪問母乳相談事業 

母乳育児をする産婦を対象に、助産

師が家庭を訪問し、母乳育児の指導

を行います。 

産後、家庭に戻ってから母乳育児に

関する心配等を解消するため、産婦

からの依頼を受け、早急に対応しま

す。安心した環境で具体的な授乳指

導を受けることができる事業である

ため、気軽に利用してもらえるよう

周知します。 

関連する SDGs 
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 施策 事業概要 取組方針 

５ 
マタニティー 

スクール事業 

妊娠届出をした妊婦及び生まれる子

の親となる男性に対し、妊娠・出産・

育児に対する知識を普及させ、地域

の仲間づくりを進めます。 

参加率の向上のため、参加者からの

アンケートをもとに、プログラムの

検討を行います。また、安心して出

産を迎えるために、参加者同士での

情報交換等を行えるようにします。

増加している外国籍の妊婦にも、対

応できるようにします。 

６ ママヨガ教室事業 

妊婦及び出産後 12 か月までの産婦

に対し、ヨガを通じて妊娠・出産・

母乳育児に対する不安の軽減やスト

レスの解消及び地域の仲間づくりを

行います。 

開業助産師に委託して実施します。

子育て支援センター「汽車ぽっぽ」

で開催し、お子さんをスタッフが保

育することで、助産師による相談が

しっかりと受けられる環境をつく

り、妊娠・出産・母乳育児に対する

不安の軽減やリフレッシュを図りま

す。 

７ 産後ケア事業 

出産後の母親の精神的・肉体的不安

を軽減するため、母子に対する心身

のケアや育児サポートを実施しま

す。 

医療機関に委託して実施します。母

親の育児手技の獲得や育児不安の軽

減を図ります。また、産後ケア費用

の助成を行い、利用者の経済的負担

の軽減も行います。医療機関との連

携を図り、産後のトラブルについて

早期発見及び相談を行います。 

８ 

乳児家庭全戸訪問 

事業（おめでとう

訪問事業） 

生後２か月児の家庭を保健推進員が

訪問し、子育てに関する様々な不安

や悩みを聞き、地域の中でこどもが

健やかに育成できる環境整備を図り

ます。 

保健推進員が訪問し、状況等を保健

師につなげていきます。同時に絵本

を介して親子が触れ合うきっかけを

作るブックスタート運動を推進しま

す。 

９ 
ベビーマッサージ 

事業 

生後２ヶ月から1歳までの乳児を対

象にオイルマッサージを行い、お母

さんとお子さんがリラックスした時

間を過ごせるよう援助します。 

月１回、助産師によるベビーマッ

サージを実施します。リラクゼー

ションやスキンシップだけではな

く、育児相談・コミュニケーション

の場として活用できる環境づくりを

行います。自由参加のため、気軽に

来られるよう周知します。 

10 誕生祝品支給事業 

こどもが心身ともに健やかに育つよ

う、町内で生まれた新生児に誕生祝

いとして、木のおもちゃやウッドス

タートの冊子など、木のぬくもりを

感じる品を支給します。 

みなかみユネスコエコパーク登録を

機に、みなかみ町の木を使い、町内

で作製された木のおもちゃを配布

し、幼い頃から自然と触れ合うこと

で発育に良好な効果をもたらすこと

が期待できる「木育」を推進します。 
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②発達の気になるこどもとその家庭への支援 

 施策 事業概要 取組方針 

１ 発達相談会事業 

発達の気になるこどもを持つ保護者

やこどもを対象に、心理士や言語聴

覚士等の専門職による療育相談及び

指導を行います。 

言語聴覚士による相談（こどばの教

室）は１回/月実施し、その他専門職

による相談は随時実施します。専門

職による継続的相談や他機関と連携

し、支援を行います。電話のほか、

相談フォームによる申し込みも行い

ます。 

２ 
こどもの発達に関

わる職員への支援 

コンサルテーションによりこども

園・学校・学童等の職員に対して、

こどもへの支援方法の指導を行いま

す。よりよい支援を行うため、こど

もの発達に関わる職員の知識向上や

スキル獲得を図ります。 

こどもに関わる関係機関と連携し、

一貫した支援を行います。また、こ

ども園職員やこどもの発達に関わる

職員に対し、年１回程度の職員研修

を行います。 

３ 
のびのびサークル 

事業 

発育発達の気になる乳幼児とその保

護者を対象に、作業療法士・保育士・

心理士等の専門職や、通級指導教室

教諭が遊びを中心とした集団の療育

教室を行います。また、作業療法士

による個別相談も実施しており、乳

児から就学時までの相談に応じま

す。 

未就園・就園児と２クラスに分け、

それぞれ月１回、発達課題に合わせ

た内容で実施します。保護者への助

言を行うことで、こどもの発達促進

を図ります。就園児クラスでは通級

指導教室教諭に従事してもらうこと

で、就学に向けての連携を行います。 

４ 
幼児相談 

（すてっぷ） 

３歳児健診後にフォローが必要な幼

児を対象とした、個別のフォロー

アップ相談会です。３歳児健診から

の変化や現在の発達段階を保護者と

共有するとともに、今後の関わり方

や支援について助言を行います。 

保健師による問診や、臨床発達心理

士による検査及び保護者相談を行い

ます。必要に応じ、のびのびサーク

ルや発達相談会、発達検査の提案を

行います。また、「すてっぷ」の後に

こども園との情報共有を行うこと

で、こどもに対する共通理解を深め

ます。 
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③要支援家庭への対応と虐待防止 

 施策 事業概要 取組方針 

１ 
要保護児童対策 

地域協議会事業 

要保護児童対策地域協議会で児童虐

待、要支援家庭、特定妊婦等の各ケー

スを把握し、学校・保健師・警察・

児童相談所等の関係者と連携して支

援します。 

年１回の代表者会議のほか、実務担

当者会議を毎月１回開催します。関

係機関と連携しながら、ケースの状

態を把握し、支援します。また、こ

ども園や学校の職員に対して、虐待

の早期発見と通告義務について繰り

返し伝えます。 

２ 
子育て世帯訪問 

支援事業 

家事・子育て等に対して不安・負担

を抱えた子育て家庭・妊産婦・ヤン

グケアラー等がいる家庭を訪問し、

家庭が抱える不安や悩みを傾聴する

とともに、家事・子育て等の支援を

実施します。 

社会福祉協議会へ業務委託を行い、

支援が必要な家庭にヘルパー派遣を

行います。対象家庭についての情報

共有を行い、必要な支援内容や利用

頻度等の協議を行いながら支援を実

施します。 

３ 
親子関係形成支援 

事業 

児童との関わり方や子育てに悩み・

不安を抱えている保護者が、親子の

関係性や発達に応じた児童との関わ

り方等の知識や方法を身に付けるた

め、講義やグループワーク、ロール

プレイ等を通じて、健全な親子関係

の形成に向けた支援を行います。 

児童の保護者を対象に「ほめて育て

るコミュニケーション・トレーニン

グ」と題した講座を開催します。褒

める回数を増やして良好な親子関係

を築くため、こどもへの接し方を学

びます。 

 

 

④こどもの第三の居場所づくり 

 施策 事業概要 取組方針 

１ 

児童育成支援拠点

事業（こどもの居

場所事業） 

家庭や学校に居場所のない児童等に

対して、第三の居場所を開設し、児

童とその家庭が抱える多様な課題に

応じて、生活習慣の形成や学習のサ

ポート、進路等の相談支援等、個々

の児童の状況に応じて支援します。

また、学校等の関係機関との連携も

行います。 

学校と連携して、支援を必要として

いるが利用に至っていない児童等に

アプローチします。また、学校との

連携を密に行い、児童と家庭が抱え

る多様な課題に対応できるように取

り組みます。 
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基本事業５ 青少年の健全育成支援 
 

●まちの未来を担う青少年を「地域で見守り・育てる」という意識の醸成を図るとともに、青少

年関係団体の活動を支援します。 

 

①地域でこどもを守り育てる取組 

 施策 事業概要 取組方針 

１ 
青少年育成団体活

動支援事業 

子ども会育成団体連絡協議会やガー

ルスカウトなど、青少年関係団体を

育成・支援します。 

少子化により、縮小されつつある団

体の活性化のため、既存団体の存在

意義を見直し、新たな活動を検討す

る中で、こどもの興味関心を高める

とともに担い手の育成を支援しま

す。 
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第５章 目標事業量 

１．第２次みなかみ町総合計画（後期基本計画）に基づく事
業の展開 
本計画の第３章における基本的な考え方や、第２次みなかみ町総合計画「（後期基本計画）の「こ

ども・子育て支援の充実」を推進するための施策に基づき設定しています。また、第４章の事業

を展開することにより、総合計画に定めた指標の達成へとつなげていきます。 

 

（１）第２次みなかみ町総合計画（後期基本計画）に基づく目標値 

区分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

自分のこどもが心身ともに

健やかに育っていると感じ

る保護者の割合（％） 

95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 

出生数（人） 71 70 69 68 67 

合計特殊出生率（％） 1.17 1.16 1.15 1.14 1.13 

 

 

（２）基本事業の達成指標 

①こどもの健康増進  

区分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

健康診査受診率 

１歳６か月児（％） 
97.0 97.5 98.0 98.5 99.0 

健康診査受診率 

３歳児（％） 
99.0 99.5 99.8 99.8 99.8 

②子育てと仕事の両立のための支援 

区分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

こども園の一時預かり保

育数（人） 
32 36 40 40 40 

③子育てのための経済的な支援 

区分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

町決算額における民生費

中の児童福祉費の割合

（％） 

36.5 37.0 37.5 38.0 38.0 

④こども家庭相談の充実 

区分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

発達状況が確認できた保

護者の割合（％） 
99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 
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２．教育・保育サービスの提供 

子ども・子育て支援制度では、幼児期の教育・保育の施設として、従来型の幼稚園・保育所に

加え、地域の実情に応じて認定こども園や、小規模保育等の普及・拡充が求められます。各教育・

保育施設に対する財政措置は、「施設型給付」と「地域型保育給付」にわかれます。 

 

（１）施設型給付 

施設型給付の対象事業は、「幼稚園」「保育所」「認定こども園」等の教育・保育施設です。なお、

私立幼稚園は施設型給付費の支給を受けるか否かを選択することができ、支給を受けない場合は

従来の財政措置（私学助成就園奨励費）を受けることが可能です。 

 

◆施設型給付の対象となる教育・保育施設 

教育・保育施設 施設概要 対象年齢 

幼稚園 
小学校以降の教育の基礎をつくるために幼児期の教育を行う

施設 
３～５歳 

保育所 
就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育

する施設 
０～５歳 

認定こども園 
幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせて持ち、地域の子育て

支援も行う施設 
０～５歳 

 

 

（２）地域型保育給付 

子ども・子育て支援制度では、市町村が認可する満３歳未満児保育の定員２０人未満の保育事

業については、地域型保育給付の対象となります。 

地域型保育給付の対象事業は「小規模保育事業」「家庭的保育事業」「居宅訪問型保育業」「事業

所内保育事業」の４種類から構成されます。 

 

◆地域型保育の種類と内容 

種類 利用定員 事業主体 実施場所 

小規模保育 ６～19 人 市町村、民間事業者等 保育者の居宅その他の場所、施設 

家庭的保育 ５人以下 市町村、民間事業者等 保育者の居宅その他の場所、施設 

居宅訪問型保育  市町村、民間事業者等 保育を必要とするこどもの居宅 

事業所内保育*  民間事業者等 事業所 

*従業員のこどもに加えて、自治体の認可を受けて地域住民の保育を必要とするこどもにも施設を提供するも

の。 
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（３）保育の必要性の認定について 

子ども・子育て支援制度では、教育・保育施設の利用を希望する場合には、保育の必要性につ

いて市町村による認定を受ける仕組みとなっています。 

 

 

①認定区分 

認定は次の１～３号の区分で行われます。 

 

認定区分 対象事業 対象施設 

１号認定 
満３歳以上で保育の必要性がなく、幼児教育のみを希望す

る就学前児童 

幼稚園 

認定こども園 

２号認定 満３歳以上の保育を必要とする就学前児童 
幼稚園 

認定こども園 

３号認定 満３歳未満の保育を必要とする児童 

保育所 

認定こども園 

地域型保育 

 

 

 

②保育の必要性の認定基準 

保育所などで保育を希望される場合の保育認定「 (２号、３号の認定)に当たっては、以下の２点

を勘案して運用を行います。 

 

保育を必要と

する事由 

就労 全ての就労 

就労以外 

妊娠・出産、保護者の疾病・負傷・障害、同居または長期入院等し

ている親族の介護・看護、災害復旧、求職活動、就学、虐待・DV、

育児休業取得時で既に保育を利用しているこどもがいて継続利用

が必要な場合、その他、上記に類する状態として町長が認める場合 

保育の必要量 

標準時間 フルタイム就労を想定した利用時間（11 時間の開所時間に相当） 

短時間 

パートタイム就労を想定した利用時間 

求職、育児休業中、またはそれらに類するものとして町長が認める

場合 
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（４）見込量の設定 

①１号認定 

少子化と共働き家庭の増加により１号認定児童は減少すると推計します。 

区分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込量 34 29 26 22 18 

確保方策 100 100 100 100 100  
 特定教育・保育施設 100 100 100 100 100 

確認を受けない幼稚園 0 0 0 0 0 

②２号認定 

少子化の影響で２号認定児童は減少すると推計します。 

区分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込量 191 175 168 152 136 

確保方策 195 195 195 195 195  
 特定教育・保育施設 185 185 185 185 185 

認可外保育施設 10 10 10 10 10 

③３号認定 

２号認定と同様に少子化の影響はあるものの、共働き家庭の増加により０歳児と１歳児は概ね

横ばいで推移すると推計します。２歳児は減少すると推計します。 

（０歳児） 

（１歳児） 

区分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込量 36 35 36 36 36 

確保方策 50 50 50 50 50 

 
 特定教育・保育施設 48 48 48 48 48 

特定地域型保育事業 0 0 0 0 0 

認可外保育施設 2 2 2 2 2 

（２歳児） 

区分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込量 55 42 40 41 42 

確保方策 54 54 54 54 54  
 特定教育・保育施設 51 51 51 51 51 

特定地域型保育事業 0 0 0 0 0 

認可外保育施設 3 3 3 3 3 

  

区分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込量 32 33 33 33 33 

確保方策 33 33 33 33 33 

 
 特定教育・保育施設 31 31 31 31 31 

特定地域型保育事業 0 0 0 0 0 

認可外保育施設 2 2 2 2 2 
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３．地域子ども・子育て支援事業 

子ども・子育て支援制度では、質の高い教育・保育の提供とともに、地域のこども・子育て家

庭の実情に応じた子育て支援体制の充実を図ることとしています。 

 

（１）地域子ども・子育て支援事業 

 対象事業 対象年齢 

① 

利用者支援事業（４類型） 

【基本型】 

こどもまたはその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育

て支援事業などの情報提供及び必要に応じ、相談・助言などを行うとと

もに、関係機関との連絡調整等を行う。 

【特定型】 

子育て家庭等から保育サービスに関する相談に応じ、地域における保育

所や各種の保育サービスに関する情報提供、利用に向けての支援などを

行う。 

【こども家庭センター型】 

子育て世代包括支援センターの一体的な運営を通じて、妊産婦及び乳幼

児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行う。また、虐待への

予防的な対応から個々の家庭に応じた支援まで切れ目なく対応する。 

【妊婦等包括相談支援事業型】 

妊婦及びその配偶者に対して面談を行い、妊婦等の心身の状況及び置か

れている環境その他の状況の把握を行うほか、母子保健及び子育てに関

する情報の提供、相談その他の援助を行う。 

０～５歳 

小１～６年 

② 

地域子育て支援拠点事業 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについ

ての相談・情報の提供・助言その他の援助を行う。 

０～５歳 

③ 

妊婦健康診査事業 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査や指導を

行い、また、出産に係る経済的な負担の軽減を図ることで、こどもを安

心して出産するための支援を行う。 

- 

④ 

乳児家庭全戸訪問事業 

生後２か月の乳児がいる家庭を訪問し、子育てに関する不安・悩みの相

談や、情報提供、養育環境の把握などを行い、地域の中でこどもが健や

かに育成できるよう支援を行う。 

生後２か月 
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 対象事業 対象年齢 

⑤ 

養育支援訪問事業及び要保護児童対策地域協議会その他の者による

要保護児童等に対する支援に資する事業 

【養育支援訪問事業】 

養育支援が特に必要な家庭に対し、居宅を訪問し養育に関する指導・助

言などを行い、当該家庭の養育能力を向上させるための支援を行う。 

【子どもを守る地域ネットワーク強化事業】 

児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応をしていくために、要保護児

童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の体制強化や訪問

事業との連携を図る。 

【子育て世帯訪問支援事業】 

虐待リスク等の高まりを未然に防ぐため、家事・子育て等に対して不安

や負担を抱える子育て家庭・妊産婦・ヤングケアラー等がいる家庭を訪

問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・

子育て等の支援を行う。 

【児童育成支援拠点事業】 

養育環境等に課題を抱える家庭や学校に居場所のない児童等に対して、

児童の居場所となる場を開設し、児童とその家庭が抱える多様な課題に

応じて、生活習慣の形成や学習のサポートや進路等の相談支援、食事の

提供等を行うとともに、児童及びその家庭の状況をアセスメントし、関

係機関へのつなぎを行う等の個々の児童の状況に応じた支援を行う。 

【親子関係形成支援事業】 

児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者及びその児

童に対し、講義やグループワーク、ロールプレイ等を通じて、児童の心

身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言を実施するととも

に、同じ悩みや不安を抱える保護者同士が相互に悩みや不安を相談・共

有し、情報の交換ができる場を設ける等その他の必要な支援を行う。 

- 

⑥ 

子育て短期支援事業（ショートステイ） 

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に

困難となった児童について、児童養護施設などに入所させ、必要な保護

を行う。 

０～18 歳 

⑦ 

一時預かり事業（幼稚園型） 

【幼稚園型（在園児対象）】 

認定こども園等在園の１号認定児を主に対象として、一時的に家庭にお

ける保育が困難となった場合などに、規定の時間を超えて、認定こども

園で保育を行う。 

３～５歳 
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 対象事業 対象年齢 

⑧ 

一時預かり事業(幼稚園型を除く)・・子育て援助活動支援事業（ファミ

リー・サポート・センター） 

【一般型（在園外児童含む一時的保育）】 

家庭において保育を行うことが一時的に困難になった場合など、認定こ

ども園等において一時的に預かり保育を行う。 

【子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）】 

事前登録された、乳幼児や小学生等の保護者で援助を受けたい「おねが

い会員」とこどもを預かることができる「まかせて会員」の相互で、有

償による援助活動を行うにあたり連絡・調整を行う。 

 

１～５歳 

 

 

生後 3か月 

～小６年 

⑨ 

病児保育事業 

病気や病気回復期の児童で、保護者が養育できない場合に、病院・認定

こども園に付設された専用スペース等において、看護師などが一時的に

保育を実施する。 

１歳～小３年 

⑩ 

延長保育事業 

保育認定（２号・３号）を受けたこどもについて、通常の利用日及び利

用時間以外に認定こども園で保育を行う。 

０～５歳 

⑪ 

放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業） 

保護者の就労等により昼間家庭が留守となる小学校の児童に対し、授業

終了後に専用のスペース等で適切な遊びや生活の場を与えて、その健全

な育成を図る。 

小１～６年 

⑫ 

実費徴収に係る補足給付を行う事業 

特定教育・保育施設事業者において実費徴収を行うことができるとされ

ている、食事の提供に要する費用及び日用品、文房具の購入に要する費

用等について、低所得世帯を対象に費用の一部を補助する。 

０～５歳 

⑬ 

多様な事業者の参入促進・能力活用事業 

特定教育・保育施設などへの民間事業者の参入の促進に関する調査研究、

その他多様な能力を活用した特定教育・保育施設などの設置または運営

を促進する。 

- 

⑭ 

産後ケア事業 

退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等きめ細かい支援

を行う。 

- 

⑮ 

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 

保育所等に通所していない未就園児を、親の就労状況にかかわらず月一

定時間保育する。 

０～２歳 
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（２）見込量の設定 

①利用者支援事業 

「こども家庭センター すくすく」（令和 6年 4月 1日設置）において実施します。 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

基本型 
見込量（か所） 0 0 0 0 0 

確保方策（か所） 0 0 0 0 0 

 
地域子育て

相談機関 

見込量（か所） 0 0 0 0 0 

確保方策（か所） 0 0 0 0 0 

特定型 
見込量（か所） 0 0 0 0 0 

確保方策（か所） 0 0 0 0 0 

こども家庭
センター型 

見込量（か所） 1 1 1 1 1 

確保方策（か所） 1 1 1 1 1 

妊婦等包括相
談支援事業型 

見込量（実人数） 55 55 54 53 51 

確保方策（実人数） 55 55 54 53 51 

 

②地域子育て支援拠点事業 

「汽車ぽっぽ」「ぽかぽか」「さくらんぼルーム」の３か所の子育て支援センターのほか、水上

わかくりこども園「ちびっこクラブ」の子育てひろばにおいて実施します。 

区分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込量（月当たり延べ回数） 500「  500「  500「  500「  500「  

確保方策（か所） 4「  4「  4「  4「  4「  

 

③妊婦健康診査事業 

人口推計、出生数等をもとに回数の減少を見込んでいますが、１人あたりの回数については向

上していくよう努める必要があります。 

区分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込量（年間延べ回数） 910「  882「  854「  826「  798「  

 

④乳児家庭全戸訪問事業 

人口推計をもとに推計しました。 

区分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込量（実人数） 65「  63「  61「  59「  57「  
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⑤養育支援訪問事業及び要保護児童対策地域協議会その他の者による要保護児童等

に対する支援に資する事業 

養育支援訪問事業について、国庫基準対象の事業は行っていませんが、必要に応じ、町の保健

師による直接の訪問により、同等の指導・助言等を行っており、今後も継続して実施します。 

子育て世帯訪問支援事業・児童育成支援拠点事業・親子関係形成支援事業は、新たに「地域子

ども・子育て支援事業」に位置付けられた事業です。これまでの関連した事業等の実績を考慮し

て推計しました。 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

養育支援訪問
事業 

見込量（人） 0 0 0 0 0 

確保方策（人） 0 0 0 0 0 

子育て世帯訪
問支援事業 

見込量 
（年間延べ人数） 

60「  72「  84「  96「  96「  

確保方策 
（年間延べ人数） 

96「  96「  96「  96「  96「  

児童育成支援
拠点事業 

見込量（人） 12「  14「  16「  18「  20「  

確保方策（人） 20「  20「  20「  20「  20「  

親子関係形成
支援事業 

見込量（人） 16「  17「  18「  19「  20「  

確保方策（人） 20「  20「  20「  20「  20「  

 

⑥子育て短期支援事業（ショートステイ） 

今後のニーズを踏まえ事業の実施を検討します。 

 

⑦一時預かり事業（幼稚園型） 

人口推計をもとにこれまでの実績を考慮して推計しました。 

区分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込量（年間延べ人数）１号 600「  580「  560「  540「  520「  

確保方策（年間延べ人数） 600「  580「  560「  540「  520「  

 
 一時預かり事業 

（幼稚園型Ⅰ） 
600「  580「  560「  540「  520「  

上記以外 0  0 0 0 0 

上記以外…私学助成（預かり保育推進事業）による預かり保育、幼稚園における長時間預かり保育運営費新事業

による３～５歳児の受入れ等 

 

⑧一時預かり事業(幼稚園型を除く)・子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポー

ト・センター） 

人口推計をもとにこれまでの実績を考慮して推計しました。 

子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）は、利根沼田定住自立圏を活用

して沼田市との連携事業として実施します。 

区分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込量(年間延べ人数) 50「  50「  50「  50「  50「  

確保方策（年間延べ人数） 50 50「  50「  50「  50「  

 

一時預かり事業 
（幼稚園型を除く） 

50「  50「  50「  50「  50「  
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⑨病児保育事業（病児・病後児） 

利根沼田広域圏や医療機関との連携を図りながら事業の実施を検討します。 

 

⑩延長保育事業 

人口推計をもとにこれまでの実績を考慮して推計しました。 

区分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込量（実人数） 30「  28「  26「  24「  22「  

確保方策（実人数） 30「  30「  30「  30「  30「  

 

⑪放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業） 

児童数は減少傾向ですが、共働き家庭は増加傾向にあり、学童クラブのニーズは高まると想定

されるため、実績よりやや多い数値で推計しました。 

区分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込量（登録児童数） 181「  178「  166「  152「  149「  

 

１年生 46「  46「  32「  37「  37「  

２年生 50「  48「  48「  34「  39「  

３年生 39「  37「  35「  35「  31「  

４年生 25「  29「  27「  25「  24「  

５年生 18「  15「  19「  17「  15「  

６年生 3「  3「  5「  4「  3「  

確保方策（登録児童数） 185「  185「  185「  185「  185「  

 
 うち放課後子ども教室

と一体的に実施 
40「  40「  40「  40「  40「  

うち放課後子ども教室
と連携して実施 

0  0 0 0 0 

 

◆放課後子ども教室 整備計画 

区分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

整備量（か所） 6 4「  4「  4「  4「  

 

うち放課後子ども教室
と一体的に実施 

1 1 1 1 1 

うち放課後子ども教室
と連携して実施 

0  0 0 0 0 

 

⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業 

これまでの実績を考慮して推計しました。 

区分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込量（実人数） 1「  1「  1「  1「  1「  

確保方策（実人数） 1「  1「  1「  1「  1「  
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⑬多様な主体が参画することを促進するための事業 

今後のニーズを踏まえ事業の実施を検討します。 

 

⑭産後ケア事業 

出生数とこれまでの実績を考慮して推計しました。 

区分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込量（年間延べ人数） 20 20 20 20 20 

確保方策（年間延べ人数） 20 20 20 20 20 

 

⑮乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 

就学前児童数、保育の利用申込者数の推移等を考慮して推計しました。 

（０歳児） 

（１歳児） 

（２歳児） 

 

＊令和７年度は「地域子ども・子育て支援事業」の一つとして位置づけられ、令和８年度からは「法律に基づく

新たな給付制度」として全国的に実施することとなっています（※経過措置あり）。 

 

 

  

区分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込量（年間延べ人数） 0 12 12 12 12 

確保方策（年間延べ人数） 0 12 12 12 12 

区分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込量（年間延べ人数） 0 12 12 12 12 

確保方策（年間延べ人数） 0 12 12 12 12 

区分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

見込量（年間延べ人数） 0 12 12 12 12 

確保方策（年間延べ人数） 0 12 12 12 12 
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第６章 計画の推進体制 

１．町民や関係機関等との連携 

子育て支援をまち全体で推進していくためには、行政だけではなく、こども園・小学校・その

他子育てにかかわる事業者・企業・関係機関等とネットワークを形成し、協働することが大切で

す。 

本計画の推進にあたっては、子育て・こどもの健全育成に対する責任やまちの課題感等につい

て様々な主体と共通認識を図り、それぞれの特性を活かしながら、計画的かつ総合的に取り組み

ます。 

 

 

２．わかりやすい子育て支援情報の発信 
子育て支援施策をより一層推進していくためには、地域住民や企業、関係機関等の理解と協力

が必要です。そのためには、本計画や様々な子育て支援施策が町民や企業、関係機関等に広く周

知され、理解されることが何よりも重要です。 

本計画の推進にあたっては、町広報紙や町ホームページ、各種相談施設などの様々な媒体を活

用し、子育て支援情報をわかりやすく発信するなど、施策の実効性が高まるよう努めます。 

 

 

３．進行管理 
本計画の進行管理は、「みなかみ町子ども・子育て会議」において、施策・事業の進捗状況の確

認や評価及び検証を行うことで、事業の改善に努め、子育て支援施策・事業の着実な推進を図り

ます。 

また、評価と改善を繰り返す中で、経済・社会情勢の大きな変化があった場合は、同会議にて、

本計画の方向性や軌道修正を検討するなど、迅速かつ柔軟な対応に努めます。 

 

PDCAサイクルによる評価・検証 

PDCA「サイクルとは、Plan(計画)「・Do「（実行）・Check「（評価）・Action「（改善）を繰り返すことによって、管理

業務を継続的に改善していく手法のことです。 

 

 

 

  

Plan 

計画する 

Do 

実践する 

Action 

改善する 

Check 

評価する 



64 

資料編 

１．みなかみ町子ども・子育て会議設置条例 

○みなかみ町子ども・子育て会議設置条例 

平成 26 年３月 18 日 

条例第６号 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号。以下「法」という。）第 72 条第１項の

規定に基づき、同項の合議制の機関として、みなかみ町子ども・子育て会議（以下「子ども・子

育て会議」という。）を置く。 

（令５条例 33・一部改正） 

（所掌事務） 

第２条 子ども・子育て会議は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申

する。 

(1) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。 

(2) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。 

(3) みなかみ町子ども・子育て支援事業計画に関すること。 

(4) その他の子ども・子育て支援に関すること。 

（組織） 

第３条 子ども・子育て会議は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員をもって組織する。 

(1) 子どもの保護者（法第６条第１項に規定する子どもの保護者（同条第２項に規定する保護

者をいう。）をいう。） 

(2) 子ども・子育て支援（法第７条第１項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下この項

において同じ。）に関し学識経験のある者 

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

(4) 関係行政機関の職員 

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者 

２ 委員の定数は、20人以内とする。 

３ 特別の事項を検討するため必要があるときは、子ども・子育て会議に臨時委員を置くことが

できる。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第５条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 



65 

（会議） 

第６条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 子ども・子育て会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことはできない。 

３ 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決すると

ころとする。 

（守秘義務） 

第７条 委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様と

する。 

（庶務） 

第８条 子ども・子育て会議の庶務は、子育て健康課において処理する。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定め

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第４条第１項の規定にかかわらず、

その委嘱の日から平成 27年３月 31日までとする。 

（みなかみ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ みなかみ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成 17年みなか

み町条例第 39号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（令和５年 12 月５日条例第 33 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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２．みなかみ町子ども・子育て会議委員名簿 

 

みなかみ町子ども・子育て会議委員名簿 （令和５・６年度）敬称略 

  構成分野 所 属 等 氏  名 備  考 

１ 

こどもの保護者 

こどもの保護者 清水裕介 月夜野地区 

２ こどもの保護者 千明 恵 月夜野地区 

３ こどもの保護者 小野友美 水上地区 

４ こどもの保護者 滝沢絵理 水上地区 

５ こどもの保護者 原澤隼人 新治地区 

６ こどもの保護者 長島 聰 新治地区 

７ 子ども・子育て

支援に関し学識

経験のある者 

公立小中学校 阿部詩子 校長会長 

８ 
民生委員児童委員 

子ども福祉研究部会 
猪俣一也 部会長 

９ 

子ども・子育て

支援に関する事

業に従事する者 

私立こども園 高野一男 つきよのこども園長 

10 私立こども園 堪山泰賢 わかくりこども園長 

11 公立こども園 木村恵美子 にいはるこども園長 

12 
地域子育て支援セン

ター 
渡部かつ江 センター長 

13 学童クラブ 原 明美 わんぱくクラブ 

14 学童クラブ 渡邉祥汰 第 2学童まっち 

15 学童クラブ 室橋正晃 新治学童クラブ 

16 子育て支援団体 登坂季子 NPO法人北風塾 

17 社会福祉法人 林 耕平 みなかみ町社会福祉協議会 

18 
関係行政機関の

職員 

教育委員会 吉田武春 教育課長 

19 子育て健康課 林 昌子 
課長補佐兼こども家庭相談

係長 
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